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別添５ 資産分類及び償却・引当に関する要領 

 

（制  定：令和８年３月31日）  

 

第１ 資産査定の目的等 

１ 資産査定の目的 

資産査定とは、組合等の保有する資産を個別に検討して、回収の危険性又は

価値の毀損の危険性の度合いに従って区分することであり、組合等の経営の健

全性の確保の観点から、資産の不良化によりどの程度の危険にさらされている

かを判定することを目的とする。 

 

２ 用語の定義 

（１）「系統金融機関」とは、農業協同組合法（昭和22年法律第132号。以下「農

協法」という。）第10条第１項第３号に定める事業を行う農業協同組合及び

同号に定める事業を行う農業協同組合連合会（以下「信農連」という。）、水

産業協同組合法（昭和23年法律242号。以下「水協法」という。）第11条第１

項第４号に定める事業を行う漁業協同組合及び同法第93条第１項第２号に

定める事業を行う水産加工業協同組合、同法第87条第１項第４号に定める

事業を行う漁業協同組合連合会、同法第97条第１項第２号に定める事業を

行う水産加工業協同組合連合会（以下、総称して「信漁連」という。）並び

に農林中央金庫（以下「金庫」という。）をいう。 

（２）「共済事業実施機関」とは、農協法第10条第１項第10号の事業を行う農業

協同組合及び同号の事業を行う農業協同組合連合会（以下「全共連」とい

う。）並びに水協法第11条第１項第12号の事業を行う漁業協同組合及び同法

第93条第１項第６号の２の事業を行う水産加工業協同組合、同法第100条の

２の共済水産業協同組合連合会（以下「共水連」という。）をいう。 

（３）「共済連」とは、全共連及び共水連をいう。 

（４）「系統金融機関等」とは、系統金融機関及び共済連をいう。 

（５）債務者の財務状況、資金繰り、収益力等により、返済の能力を判定して、

その状況等により債務者を正常先、要注意先、破綻懸念先、実質破綻先及び

破綻先に区分することを「債務者区分」という。 

（６）資産査定において、Ⅱ、Ⅲ及びⅣ分類に区分することを「分類」といい、

Ⅱ、Ⅲ及びⅣ分類とした資産を「分類資産」という。 

   また、Ⅱ、Ⅲ及びⅣ分類としないことを「非分類」といい、分類資産以外

の資産（Ⅰ分類資産）を「非分類資産」という。 

（７）「信用格付」とは、債務者の信用リスクの程度に応じた格付をいい、信用

リスク管理のために不可欠なものであるとともに、正確な自己査定及び適正

な償却・引当の基礎となるものである。また、信用格付は、債務者区分と整

合的でなければならない。 

（８）「債権区分」とは、次に掲げることをいう。 

  ア 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律（平成10年法律第132号。

以下「金融機能再生緊急措置法」という。）第６条及び金融機能の早期健
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全化のための緊急措置に関する法律（平成10年法律第143号）第３条第２

項の規定に基づき、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規

則（平成10年金融再生委員会規則第２号。以下「金融機能再生緊急措置法

施行規則」という。）第４条に定める資産の査定の基準により、債権を債

務者の財政状態及び経営成績等を基礎として「正常債権」、「要管理債権」、

「危険債権」、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」に区分すること（信

農連、信漁連及び金庫のみ）。 

  イ 農協法第54条の３第１項又は水協法第58条の３第１項（水協法第105条

第３項の規定により準用する場合を含む。以下同じ。）の規定により、そ

れぞれ農業協同組合法施行規則（平成17年農林水産省令第27号）第204条

第１項第１号ホ(2)若しくは同項第２号ヘ(2)又は漁業協同組合等の信用

事業等に関する命令（平成５年大蔵省・農林水産省令第２号。以下「漁協

信用事業等命令」という。）第48条第１項第１号ホ(2)に定める基準に基づ

き、債権を債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として「正常債権」、

「三月以上延滞債権」、「貸出条件緩和債権」（全共連にあっては「貸付条

件緩和債権」）、「危険債権」、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」に

区分すること。 

ウ 水協法第105条第３項の規定により準用する水協法第58条の３第１項

の規定により、水産業協同組合法施行規則（平成20年農林水産省令第10号）

第207条第１項第６号ハに定める基準に基づき、債権を債務者の財政状態

及び経営成績等を基礎として「正常債権」、「要管理債権」、「危険債権」、

「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」に区分すること。 

 

３ 資産査定における分類区分 

  資産査定においては、回収の危険性又は価値の毀損の危険性の度合いに応

じて資産をⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの４段階に判定する。 

（１）Ⅰ分類は、「Ⅱ分類、Ⅲ分類及びⅣ分類としない資産」であり、回収の危

険性又は価値の毀損の危険性について、問題のない資産である。 

（２）Ⅱ分類とするものは、「債権確保上の諸条件が満足に充たされないため、

あるいは、信用上疑義が存する等の理由により、その回収について通常の度

合いを超える危険を含むと認められる債権等の資産」である。 

    なお、Ⅱ分類とするものには、一般担保・保証で保全されているものと保

全されていないものとがある。 

（３）Ⅲ分類とするものは、「最終の回収又は価値について重大な懸念が存し、

従って損失の発生の可能性が高いが、その損失額について合理的な推計が困

難な資産」である。 

ただし、Ⅲ分類については、組合等にとって損失額の推計が全く不可能と

するものではなく、個々の資産の状況に精通している組合等自らのルールと

判断により損失額を見積もることが適当とされるものである。 

（４）Ⅳ分類とするものは、「回収不可能又は無価値と判定される資産」である。 

なお、Ⅳ分類については、その資産が絶対的に回収不可能又は無価値であ

るとするものではなく、また、将来において部分的な回収があり得るとして
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も、基本的に、査定基準日において回収不可能又は無価値と判定できる資産

である。 

 

４ 自己査定における基準日 

系統金融機関等が行う自己査定については、基準日は決算期末日である必要

があるが、実務上、仮基準日を設けて自己査定を行っている場合には、仮基準

日は原則として決算期末日の３か月以内となっているかを検証する。なお、債

務者の状況の変化に応じて、適宜、信用格付、債務者区分及び分類区分等の見

直しを行っている場合は、信用格付等の見直しが適時適切に行われているかを

検証する。 

 

５ 資産分類及び償却・引当 

系統金融機関等が行う自己査定については、検査官は、自己査定結果につい

ては別表１により、償却・引当結果については別表２に掲げる方法により、各々

当該組合等の定める基準に則って正確に行われているか、検証する。 

系統金融機関等以外の組合等については、検査官は、自己査定が自主的な取

組であることに留意の上、当該組合等が自己査定を実施しておらず、当該組合

等に資産の回収の危険性又は価値の毀損の危険性の度合いを判断する基準が

ない場合に、別表１及び別表２を参考とすることができるほか、以下に留意す

る。 

（１）特定の海外債権に対する引当勘定繰入額に見合う貸付金については、系統

金融機関等以外の組合等に限り、分類の対象外とすることができる。 

（２）実質破綻先及び破綻先に対する貸付金については、系統金融機関等以外の

組合等に限り、保証による回収の見込みが不確実な部分をⅢ分類とするこ

とができる。 

（３）系統金融機関等以外の組合等の業務用固定資産及び業務外資産のうち、一

定期間にわたり利用実態がないいわゆる不稼働固定資産又は保有すること

が好ましくない固定資産については、原則として帳簿価額をⅡ分類とする。 

ただし、当該固定資産の処分可能見込額が帳簿価額を著しく下回っている

場合は、処分可能見込額をⅡ分類とし、処分可能見込額と帳簿価額の差額を

価値の毀損の危険性の度合いに応じて、Ⅲ分類又はⅣ分類とすることができ

る。 

（注）稼働、不稼働にかかわらず、減損会計を適用した場合に減損すべきと

された金額については、これをⅣ分類とする。 
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自己査定（別表１） 
項  目 自己査定基準の適切性の検証 自己査定結果の正確性の検証 備   考 

1. 債権の分類方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 基本的な考え

方  

 

 

 債権とは、貸出金（共済事業

にあっては貸付金。以下同じ。）

及び貸出金に準ずる債権（貸付

有価証券、外国為替、未収利息、

未収金、貸出金に準ずる仮払金、

債務保証見返）をいい、債権の

分類は次に掲げる方法により行

う。 

 なお、信用リスクの管理上は、

上記に掲げる債権以外に信用リ

スクを有する資産及びオフバラ

ンス項目を含めて原則として自

己査定を行うことが必要であ

り、その場合には、対象となる

資産等の範囲が明確でなければ

ならない。 

 なお、国際統一基準適用系統

金融機関にあってはオフバラン

ス項目の自己査定を行うものと

し、国内基準適用系統金融機関

にあっては自己査定を行わなく

とも差し支えないが、自己査定

を行うことが望ましい。 

  

 

 

 債権の査定に当たっては、原

則として、信用格付を行い、信

用格付に基づき債務者区分を行

った上で、債権の資金使途等の

内容を個別に検討し、担保や保

証等の状況を勘案のうえ、債権

の回収の危険性又は価値の毀損

の危険性の度合いに応じて、分

類を行うものとする。  

 ただし、国、地方公共団体及

び被管理金融機関に対する債権

については、回収の危険性又は

価値の毀損の危険性がないもの

として債務者区分は要しないも

のとし、非分類債権とする。  

 なお、国際統一基準適用系統

金融機関にあっては信用格付を

行うものとし、国内基準適用系

統金融機関にあっては信用格付

を行わず債務者区分を行って差

し支えないが、信用格付を導入

することが望ましい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 オフバランス項目について

は、原則として自己査定を行う

必要があるが、被検査共済連に

あっては、その規模等から判断

し、必ずしも自己査定を行わな

くとも差し支えない。その場合、

自己査定を行わないことに合理

的な理由があるか検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

債権の査定に当たっては、原

則として信用格付を行う必要が

あるが、被検査共済連の規模等

から判断し、必ずしも信用格付

を行わなくとも差し支えない。

その場合、信用格付を行わない

ことに合理的な理由があるか検

証する。 

 債権の分類方法の検証に当た

っては、信用格付が合理的で債

務者区分と整合的であるか（信

用格付が行われている場合）、債

務者区分が正確に行われている

か、債権の資金使途等の内容を

個別に検討しているか、担保や

保証等の調整が正確に行われて

いるかを検証し、自己査定基準

に基づき分類が正確に行われて

いるかを検証する。  

 

（注）「貸付有価証券」

とは、金融機能再生

緊急措置法施行規則

第４条第１項に掲げ

る「欄外に注記する

こととされている有

価証券の貸付けを行

っている場合のその

有価証券（使用貸借

又は賃貸借契約によ

るものに限る。）」並

びに農協法施行規則

第204条第１項第1号

ホ（２）及び同項第２

号へ（２）、漁協信用

事業等命令第48条第

１項第１号ホ(2)並

びに水産業協同組合

法施行規則第207条

第１項第６号ハに掲

げる「欄外に注記す

ることとされている

有価証券の貸付けを

行っている場合にお

ける当該有価証券

（使用貸借契約又は

賃貸借契約によるも

のに限る。）」をいう。

（注）「国際統一基準適

用系統金融機関」と

は、農林中央金庫が

その経営の健全性を

判断するための基準

（平成18年金融庁・

農林水産省告示第４

号）第２条等におい

て規定する国際統一

基準により自己資本

比率を算定している

系統金融機関をい

い、「国内基準適用系

統金融機関」とは、国

内基準により自己資

本比率を算定してい

る系統金融機関をい

う。以下同じ。 

（注）左記の「被管理金

融機関」とは、預金保

険法（昭和46年法律

第34号）附則第16条

第２項及び農水産業

協同組合貯金保険法
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（昭和48年法律第53

号）附則第７条第２

項の認定が行われた

金融機関をいう。以

下同じ。 
 

(2) 信用格付  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 債務者の財務内容、信用格付

業者による格付、信用調査機関

の情報などに基づき、債務者の

信用リスクの程度に応じて信用

格付を行う。また、信用格付は、

次に定める債務者区分と整合的

でなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 信用格付が行われている場合

には、信用格付が、債務者の財

務内容、信用格付業者の格付、

信用調査機関の情報などに基づ

き、合理的な格付となっている

か、信用格付と債務者区分の概

念とが整合性のとれたものとな

っているかを検証する。  

 また、被検査系統金融機関等

内部のデータに基づき信用格付

を行っている場合は、当該デー

タの信頼性及び標本数が十分で

あるかを検証する。当該データ

が不十分と認められる場合に

は、外部の信用調査機関等のデ

ータをもって補完されているか

を検証する。  

 さらに、債務者の業況及び今

後の見通し、信用格付業者によ

る当該債務者の格付の見直し、

市場等における当該債務者の評

価などに基づき、必要な見直し

が定期的かつ必要に応じて行わ

れるとともに、信用格付の正確

性が監査部門により検証されて

いるかを検証する。 

 

（注）「信用格付業者」

とは、金融商品取引

法第２条第36項に定

める信用格付業者の

ことをいう。以下同

じ。 

 

 

 

 

 

 

(3) 債務者区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 原則として信用格付に基づ

き、債務者の状況等により次の

ように区分する。 

   

 

 

 

 

 債務者区分の検証は、原則と

して信用格付に基づき、債務者

の状況等により正確に債務者区

分が行われているかを検証す

る。なお、プロジェクト・ファイ

ナンスの債権については、回収

の危険性の度合いに応じて、み

なし債務者区分を付して分類を

行うことに留意する。 

 債務者区分は、債務者の実態

的な財務内容、資金繰り、収益

力等により、その返済能力を検

討し、債務者に対する貸出条件

及びその履行状況を確認の上、

業種等の特性を踏まえ、事業の

継続性と収益性の見通し、キャ

ッシュ・フローによる債務償還

能力、経営改善計画等の妥当性、

金融機関等の支援状況等を総合

的に勘案し判断するものであ

る。  

 

（注）「プロジェクト・

ファイナンス」とは、

例えば、ノン・リコー

ス・ローンのように、

特定のプロジェクト

（事業）に対するフ

ァイナンスであっ

て、そのファイナン

スの利払い及び返済

の原資を原則として

当該プロジェクトか

ら生み出されるキャ

ッシュ・フロー（収

益）に限定し、そのフ

ァイナンスの担保を

当該プロジェクトの

資産に依存して行う

金融手法である。以

下同じ。  

（注）「債務者の実態的

な財務内容」の把握
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 特に、農林漁業者、中小・零細

企業等については、当該債務者

の財務状況のみならず、当該債

務者の技術力、販売力や成長性、

代表者等の役員に対する報酬の

支払状況、代表者等の収入状況

や資産内容、保証状況と保証能

力等を総合的に勘案し、当該債

務者の経営実態を踏まえて判断

するものとする。  

 また、当該債務者の親会社等

の状況を勘案する場合には、単

に親会社の財務状況が良好であ

るとの理由だけで債務者区分を

決定することは適当ではない。

なお、当該債務者の親会社等の

支援を勘案する場合には、親会

社等の支援実績、今後の支援見

込み等について十分検討する必

要がある。 

 さらに、債務者が、法令等に

基づき、国又は地方公共団体が

民間金融機関の貸出に対して利

子補給等を行うなどの政策金融

（以下「制度資金」という。）を

利用している場合には、債務者

の財務状況等の検討に加え、制

度資金の内容をも踏まえた上

で、債務者区分の検討を行うも

のとする。  

に当たり、十分な資

本的性質が認められ

る借入金は、新規融

資の場合、既存の借

入金を転換した場合

のいずれであって

も、負債ではなく資

本とみなすことがで

きることに留意す

る。 

（注）「キャッシュ・フ

ロー」とは、当期利益

に減価償却など非資

金項目を調整した金

額をいう。以下同じ。

 

① 正常先  

 

 

 

 

② 要注意先  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 正常先とは、業況が良好であ

り、かつ、財務内容にも特段の

問題がないと認められる債務者

をいう。 

 

 要注意先とは、金利減免・棚

上げを行っているなど貸出条件

に問題のある債務者、元本返済

若しくは利息支払いが事実上延

滞しているなど履行状況に問題

がある債務者のほか、業況が低

調ないしは不安定な債務者又は

財務内容に問題がある債務者な

ど今後の管理に注意を要する債

務者をいう。 

 また、要注意先となる債務者

については、要管理先である債

務者とそれ以外の債務者とを分

けて管理することが望ましい。 

 

 

 

 

 

 左記に掲げる債務者が正常先

とされているかを検証する。 

 

 

 

 左記に掲げる債務者が要注意

先とされているかを検証する。 

 また、要注意先となる債務者

について、要管理先である債務

者とそれ以外の債務者を分けて

管理している場合には、当該区

分が適切かを検証する。  

 さらに、債務者の財務状況等

により判断すれば、破綻懸念先

と判断されるものが、単に当該

債務者の親会社等の財務状況が

良好であるとの理由で債務者区

分を要注意先としていないかを

検証する。 

イ．創業赤字で当初事業計画と

大幅な乖離がない債務者は、

正常先と判断して差し支えな

いものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）「要管理先である

債務者」とは、要注意

先の債務者のうち、

当該債務者の債権の

全部又は一部が要管

理債権（全共連にあ

っては三月以上延滞

債権及び貸付条件緩

和債権）である債務

者をいう。ただし、要

管理債権が貸出条件

緩和債権（共済連に

あっては貸付条件緩

和債権。以下同じ。）

のみであり、貸出条
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 創業赤字で当初事業計画と

大幅な乖離がない債務者と

は、当初事業計画が合理的な

ものであり、かつ、事業の進

捗状況と当初事業計画を比較

し、実績が概ね事業計画どお

りであり、その実現可能性が

高いと認められる債務者をい

う。  

 具体的には、黒字化する期

間が原則として概ね５年以内

となっており、かつ、売上高

等及び当期利益が事業計画に

比して概ね７割以上確保され

ている債務者をいう。  

 なお、本基準は、あくまで

も事業計画の合理性、実現可

能性を検証するための目安で

あり、創業赤字となっている

企業の債務者区分を検討する

に当たっては、本基準を機械

的・画一的に適用してはなら

ない。  

 債務者区分の検討は、業種

等の特性を踏まえ、事業内容、

事業規模、キャッシュ・フロ

ーによる債務償還能力等のほ

か、債務者の技術力、販売力

及び成長性等を総合的に勘案

して行うものとし、本基準の

要件を形式的に充たさない債

務者を直ちに要注意先と判断

してはならない。 

ロ．赤字企業の場合、以下の債

務者については、債務者区分

を正常先と判断して差し支え

ないものとする。 

 なお、本基準は、あくまで

も赤字企業の債務者区分を検

証するための目安であり、本

基準を機械的・画一的に適用

してはならない。  

 債務者区分の検討は、業種

等の特性を踏まえ、債務者の

業況、赤字決算の原因、企業

の内部留保の状況、今後の決

算見込み等を総合的に勘案し

て行うものとし、本基準の要

件を形式的に充たさない債務

者を直ちに要注意先と判断し

てはならない。 

(ｲ)赤字の原因が固定資産の

売却損など一過性のもので

あり、短期間に黒字化する

件緩和債権の全て

が、「自己査定(別表

１)」の１.の（３）の

（注）において資本

とみなすことができ

るとされている債権

である債務者は、「要

管理先である債務

者」に該当しない。以

下同じ。 
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ことが確実と見込まれる債

務者。 

(ﾛ)中小・零細企業で赤字とな

っている債務者で、返済能

力について特に問題がない

と認められる債務者。  

 

ハ．不渡手形、融通手形及び期

日決済に懸念のある割引手形

並びにこれらに類する電子記

録債権を有する債務者であっ

ても、債務者の収益及び財務

内容を勘案した結果、債務者

が不渡手形等を負担する能力

があると認められる場合に

は、当該債務者は正常先と判

断して差し支えないものとす

る。  

なお、上記のイからハに該当

しない債務者については、左記

に照らして要注意先に該当する

かを検討するものとし、直ちに

要注意先と判断してはならな

い。 

 

③ 破綻懸念先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 破綻懸念先とは、現状、経営

破綻の状況にはないが、経営難

の状態にあり、経営改善計画等

の進捗状況が芳しくなく、今後、

経営破綻に陥る可能性が大きい

と認められる債務者（金融機関

等の支援継続中の債務者を含

む。）をいう。  

 具体的には、現状、事業を継

続しているが、実質債務超過の

状態に陥っており、業況が著し

く低調で貸出金が延滞状態にあ

るなど元本及び利息の最終の回

収について重大な懸念があり、

従って損失の発生の可能性が高

い状況で、今後、経営破綻に陥

る可能性が大きいと認められる

債務者をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 左記に掲げる債務者が破綻懸

念先とされているかを検証す

る。  

 ただし、金融機関等の支援を

前提として経営改善計画等が策

定されている債務者について

は、以下のすべての要件を充た

している場合には、経営改善計

画等が合理的であり、その実現

可能性が高いものと判断し、当

該債務者は要注意先と判断して

差し支えないものとする。 

 なお、本基準は、あくまでも

経営改善計画等の合理性、実現

可能性を検証するための目安で

あり、経営改善計画等が策定さ

れている企業の債務者区分を検

討するに当たっては、本基準を

機械的・画一的に適用してはな

らない。 

 債務者区分の検討は、業種等

の特性を踏まえ、事業の継続性

と収益性の見通し、キャッシュ・

フローによる債務償還能力、経

営改善計画等の妥当性、金融機

関等の支援状況等を総合的に勘

案して行うものとし、本基準の

要件を形式的に充たさない債務

者を直ちに破綻懸念先と判断し
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てはならない。 

 特に、農林漁業者、中小・零細

企業等については、必ずしも経

営改善計画等が策定されていな

い場合があり、この場合、当該

企業等の財務状況のみならず、

当該企業等の技術力、販売力や

成長性、代表者等の役員に対す

る報酬の支払状況、代表者等の

収入状況や資産内容、保証状況

と保証能力等を総合的に勘案

し、当該企業等の経営実態を踏

まえて検討するものとし、経営

改善計画等が策定されていない

債務者を直ちに破綻懸念先と判

断してはならない。  

 さらに、債務者が制度資金を

活用して経営改善計画等を策定

しており、当該経営改善計画等

が国又は都道府県の審査を経て

策定されている場合には、債務

者の実態を踏まえ、国又は都道

府県の関与の状況等を総合的に

勘案して検討するものとする。 

イ．経営改善計画等の計画期間

が原則として概ね５年以内で

あり、かつ、計画の実現可能

性が高いこと。  

 ただし、経営改善計画等の

計画期間が５年を超え概ね

10年以内となっている場合

で、経営改善計画等の策定後、

経営改善計画等の進捗状況が

概ね計画どおり（売上高等及

び当期利益が事業計画に比し

て概ね８割以上確保されてい

ること）であり、今後も概ね

計画どおりに推移すると認め

られる場合を含む。 

ロ．計画期間終了後の当該債務

者の債務者区分が原則とし

て正常先となる計画である

こと。ただし、計画期間終了

後の当該債務者が金融機関

の再建支援を要せず、自助努

力により事業の継続性を確

保することが可能な状態と

なる場合は、計画期間終了後

の当該債務者の債務者区分

が要注意先であっても差し

支えない。 

ハ．すべての取引金融機関等（被

検査系統金融機関等を含む。）

において、経営改善計画等に
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基づく支援を行うことについ

て、正式な内部手続を経て合

意されていることが文書その

他により確認できること。  

 ただし、被検査系統金融機

関等が単独で支援を行うこと

により再建が可能な場合又は

一部の取引金融機関等（被検

査系統金融機関等を含む。）が

支援を行うことにより再建が

可能な場合は、当該支援金融

機関等が経営改善計画等に基

づく支援を行うことについ

て、正式な内部手続を経て合

意されていることが文書その

他により確認できれば足りる

ものとする。  

ニ．金融機関等の支援の内容が、

金利減免、融資残高維持等に

止まり、債権放棄、現金贈与

などの債務者に対する資金提

供を伴うものではないこと。 

 ただし、経営改善計画等の

開始後、既に債権放棄、現金

贈与などの債務者に対する資

金提供を行い、今後はこれを

行わないことが見込まれる場

合、及び経営改善計画等に基

づき今後債権放棄、現金贈与

などの債務者に対する資金提

供を計画的に行う必要がある

が、既に支援による損失見込

額を全額引当金として計上済

で、今後は損失の発生が見込

まれない場合を含む。  

なお、制度資金を利用して

いる場合で、当該制度資金に

基づく国が補助する都道府県

の利子補給等は債権放棄等に

は含まれないことに留意す

る。 

 

④ 実質破綻先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 実質破綻先とは、法的・形式

的な経営破綻の事実は発生して

いないものの、深刻な経営難の

状態にあり、再建の見通しがな

い状況にあると認められるなど

実質的に経営破綻に陥っている

債務者をいう。  

 具体的には、事業を形式的に

は継続しているが、財務内容に

おいて多額の不良資産を内包

し、あるいは債務者の返済能力

に比して明らかに過大な借入金

 

 左記に掲げる債務者が実質破

綻先とされているかを検証す

る。  

 法的・形式的には経営破綻の

事実は発生していないが、自主

廃業により支所（支店）又は営

業所を廃止しているなど、実質

的に営業を行っていないと認め

られる場合に、当該債務者を実

質破綻先としているかを検証す

る。  

イ．「金融機関等の支援を前提と
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が残存し、実質的に大幅な債務

超過の状態に相当期間陥ってお

り、事業好転の見通しがない状

況、天災、事故、経済情勢の急

変等により多大な損失を被り

（あるいは、これらに類する事

由が生じており）、再建の見通し

がない状況で、元金又は利息に

ついて実質的に長期間延滞して

いる債務者などをいう。 

 

 

して経営改善計画等が策定さ

れている債務者」のうち、経

営改善計画等の進捗状況が計

画を大幅に下回っており、今

後も急激な業績の回復が見込

めず、経営改善計画等の見直

しが行われていない場合、又

は一部の取引金融機関におい

て経営改善計画等に基づく支

援を行うことについて合意が

得られない場合で、今後、経

営破綻に陥る可能性が確実と

認められる債務者について

は、「深刻な経営難の状態にあ

り、再建の見通しがない状況

にある」ものとして、実質破

綻先と判断して差し支えない

ものとする。 

ロ．「実質的に長期間延滞してい

る」とは、原則として実質的

に６か月以上延滞しており、

一過性の延滞とは認められな

いものをいう。 

 

⑤ 破綻先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 破綻先とは、法的・形式的な

経営破綻の事実が発生している

債務者をいい、例えば、破産、

清算、会社更生、民事再生、手

形交換所の取引停止処分等の事

由により経営破綻に陥っている

債務者をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 左記に掲げる債務者が破綻先

とされているかを検証する。 

 ただし、会社更生法（平成14

年法律第154号）、民事再生法（平

成11年法律第225号）等の規定に

よる更生計画等の認可決定が行

われた債務者については、破綻

懸念先と判断して差し支えない

ものとする。さらに、更生計画

等の認可決定が行われている債

務者については、以下の要件を

充たしている場合には、更生計

画等が合理的であり、その実現

可能性が高いものと判断し、当

該債務者は要注意先と判断して

差し支えないものとする。  

 更生計画等の認可決定後、当

該債務者の債務者区分が原則と

して概ね５年以内に正常先（当

該債務者が金融機関等の再建支

援を要せず、自助努力により事

業の継続性を確保することが可

能な状態となる場合は、債務者

区分が要注意先であっても差し

支えない）となる計画であり、

かつ、更生計画等が概ね計画ど

おりに推移すると認められるこ

と。 

 ただし、当該債務者の債務者

区分が５年を超え概ね10年以内
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 に正常先（当該債務者が金融機

関等の再建支援を要せず、自助

努力により事業の継続性を確保

することが可能な状態となる場

合は、債務者区分が要注意先で

あっても差し支えない）となる

計画となっている場合で、更生

計画等の認可決定後一定期間が

経過し、更生計画等の進捗状況

が概ね計画以上であり、今後も

概ね計画どおりに推移すると認

められる場合を含む。 

 なお、特定債務等の調整の促

進のための特定調停に関する法

律（平成11年法律第158号）の規

定による特定調停の申立が行わ

れた債務者については、申立が

行われたことをもって破綻先と

はしないこととし、当該債務者

の経営実態を踏まえて判断する

ものとする。 

また、個人債務者が死亡、行

方不明となったことをもって、

法的・形式的な経営破綻の事実

が発生しているとは捉えないこ

とに留意する。 

 

(4) 担保による調

整  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 優良担保  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 担保により保全措置が講じら

れているものについて、以下の

とおり区分し、優良担保の処分

可能見込額により保全されてい

るものについては、非分類とし、

一般担保の処分可能見込額によ

り保全されているものについて

は、Ⅱ分類とする。 

 また、担保評価及びその処分

可能見込額の算出は以下のとお

りとする。  

 

 預貯金等（預金、貯金、掛け

金、元本保証のある金銭の信託、

満期返戻金のある保険・共済を

いう。以下同じ。）、国債等の信

用度の高い有価証券、決済確実

な商業手形及びこれに類する電

子記録債権等をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 左記に掲げるとおり、担保に

より保全措置が講じられている

ものが区分され、担保評価及び

その処分可能見込額の算出が合

理的なものであるかを検証す

る。 

 

 

 

 

 

 

 左記に掲げる担保が優良担保

とされているかを検証する。 

イ．「満期返戻金のある保険・共

済」は、基準日時点での解約

受取金額が処分可能見込額と

なることに留意する。 

ロ．「国債等の信用度の高い有価

証券」とは、次に掲げる債券、

株式、外国証券で安全性に特

に問題のない有価証券をい

う。  

 

（債券）  

 (ｲ) 国債、地方債  

 (ﾛ) 政府保証債（公社・公団・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）「決済確実な商業

手形」及び「これに類

する電子記録債権」

には、代り金を別段

預貯金に留保してい

る場合を含む。 

（注）「預貯金等」、「国

債等の信用度の高い

有価証券」、「決済確

実な商業手形」及び

「これに類する電子

記録債権」等であっ

ても、担保処分によ

る回収に支障がある

場合には、優良担保
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公庫債等） 

 (ﾊ) 特殊債（政府保証債を除

く公社・公団・公庫などの

特殊法人、政府出資のある

会社の発行する債券） 

 (ﾆ) 金融債 

 (ﾎ) 信用格付業者による直近

の格付符号が「ＢＢＢ（ト

リプルＢ）」相当以上の債券

を発行している会社の発行

する全ての債券 

 (ﾍ) 金融商品取引所上場銘柄

の事業債を発行している会

社の発行する全ての事業債

及び店頭基準気配銘柄に選

定されている事業債 

（株式） 

 (ｲ) 金融商品取引所上場株式

及び店頭公開株式、金融商

品取引所上場会社の発行し

ている非上場株式 

 (ﾛ) 政府出資のある会社（た

だし、清算会社を除く。）の

発行する株式 

 (ﾊ) 信用格付業者による直近

の格付符号が「ＢＢＢ（ト

リプルＢ）」相当以上の債券

を発行する会社の株式  

（外国証券）  

 (ｲ) 外国金融商品取引所又は

国内金融商品取引所の上場

会社の発行する全ての株式

及び上場債券発行会社の発

行する全ての債券 

 (ﾛ) 外国又は国内のいずれか

において店頭気配銘柄に選

定されている債券 

 (ﾊ) 日本国が加盟している条

約に基づく国際機関、日本

国と国交のある政府又はこ

れに準ずるもの（州政府等）

及び地方公共団体の発行す

る債券 

 (ﾆ) 日本国と国交のある政府

によって営業免許等を受け

た金融機関の発行する株式

及び債券 

 (ﾎ) 信用格付業者の格付符号

が「ＢＢＢ（トリプルＢ）」

相当以上の債券を発行して

いる会社の発行する全ての

債券及び同債券を発行する

会社の発行する株式 

   なお、国債等の信用度の

とはみなされない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）「日本国が加盟し

ている条約に基づく

国際機関」とは、国際

復興開発銀行（ＩＢ

ＲＤ）、国際金融公社

（ＩＦＣ）、米州開発

銀行（ＩＤＢ）、欧州

復興開発銀行（ＥＢ

ＲＤ）、アフリカ開発

銀行（ＡｆＤＢ）及び

アジア開発銀行（Ａ

ＤＢ）である。  
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高い有価証券以外の有価証

券を担保としている場合に

は、処分が容易で換金が可

能であるなど、流動性及び

換金性の要件を充たしたも

のでなければならない。 

 

ハ．「決済確実な商業手形」とは、

手形振出人の財務内容及び資

金繰り等に問題がなく、かつ、

手形期日の決済が確実な手形

をいう。ただし、商品の売買

など実質的な原因に基づか

ず、資金繰り等金融支援のた

めに振り出された融通手形は

除かれる。 

ニ．「これに類する電子記録債

権」とは、電子記録債権の債

務者の財務内容及び資金繰り

等に問題がなく、かつ、支払

期日における支払いが確実な

電子記録債権をいう。ただし、

商品の売買など実質的な原因

に基づかず、資金繰り等金融

支援のために発生記録がなさ

れた電子記録債権は除かれ

る。 

 

② 一般担保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 優良担保以外の担保で客観的

な処分可能性があるものをい

う。  

 例えば、不動産担保、工場財

団担保等がこれに該当する。 

 動産担保は、確実な換価のた

めに、適切な管理及び評価の客

観性・合理性が確保されている

ものがこれに該当する。 

 債権担保は、確実な回収のた

めに、適切な債権管理が確保さ

れているものがこれに該当す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 左記に掲げる担保が一般担保

とされているかを検証する。な

お、不動産担保等で抵当権設定

登記を留保しているものについ

ては、原則として一般担保とは

取り扱わないこととするが、登

記留保を行っていることに合理

的な理由が存在し、登記に必要

な書類がすべて整っており、か

つ、直ちに登記が可能な状態と

なっているものに限り、一般担

保として取り扱って差し支えな

いものとする。  

 この場合においても、第三者

に対抗するためには、確実に登

記を行うことが適当であり、当

該不動産担保の抵当権の設定状

況について適切な管理が必要で

ある。  

 また、動産を担保とする場合

は、対抗要件が適切に具備され

ていることのほか、数量及び品

質等が継続的にモニタリングさ

れていること、客観性・合理性

のある評価方法による評価が可

能であり実際にもかかる評価を

 

（注）なお、保安林、道

路、沼などは抵当権

設定があっても、原

則として一般担保と

見ることができない

ことに留意する。 
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取得していること、当該動産に

つき適切な換価手段が確保され

ていること、担保権実行時の当

該動産の適切な確保のための手

続が確立していることを含め、

動産の性質に応じ、適切な管理

及び評価の客観性・合理性が確

保され、換価が確実であると客

観的・合理的に見込まれるかを

検証する。 

また、債権を担保とする場合

は、対抗要件が適切に具備され

ていることのほか、当該第三債

務者（目的債権の債務者）につ

いて信用力を判断するために必

要となる情報を随時入手できる

こと、第三債務者の財務状況が

継続的にモニタリングされてい

ること、貸倒率を合理的に算定

できること等、適切な債権管理

が確保され、回収（第三者への

譲渡による換価を含む。）が確実

であると客観的・合理的に見込

まれるかを検証する。 

 

③ 担保評価額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 客観的・合理的な評価方法で

算出した評価額（時価）をいう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 担保評価額が客観的・合理的

な評価方法で算出されているか

を検証する。 

 なお、担保評価額については、

必要に応じ、評価額推移の比較

分析、償却・引当などとの整合

性のほか、処分価格の検証にお

いて、担保不動産の種類別・債

務者区分別・処分態様別・実際

の売買価額の傾向など、多面的

な視点から検証を行う必要があ

る。 

 また、担保評価においては、

現況に基づく評価が原則であ

り、現地を実地に確認するとと

もに権利関係の態様、法令上の

制限（建築基準法、農地法など）

を調査の上で適切に行う必要が

あり、また土壌汚染、アスベス

トなどの環境条件等にも留意す

る。 

イ．債務者区分が破綻懸念先、

実質破綻先及び破綻先である

債務者に対する債権の担保不

動産の評価額の見直し（再評

価又は時点修正。以下同じ。）

は、個別貸倒引当金は毎期必

要額の算定を行わなければな

らないこととされていること
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から、公示地価、基準地価、相

続税路線価など決算期末日又

は仮基準日において判明して

いる直近のデータを利用し

て、少なくとも年１回は行わ

なければならず、半期に１回

は見直しを行うことが望まし

い。  

 また、債務者区分が要注意

先である債務者に対する債権

の担保不動産の評価額につい

ても、年１回見直しを行うこ

とが望ましい。  

 担保評価額が一定金額以上

のものは、必要に応じて不動

産鑑定士の鑑定評価を実施し

ていることが望ましい。  

 なお、賃貸ビル等の収益用

不動産の担保評価に当たって

は、原則、収益還元法による

評価とし、必要に応じて、原

価法による評価、取引事例に

よる評価を加えて行っている

かを検証する。この場合にお

いて、評価方法により大幅な

乖離が生じる場合には、当該

物件の特性や債権保全の観点

からその妥当性を慎重に検討

する必要がある。特に、特殊

な不動産（ゴルフ場など）に

ついては、市場性を十分に考

慮した評価となっているかど

うかを検証する。 

ロ． 担保の評価の方法を変更し

た場合には（例えば、評価の

基準を公示地価から相続税路

線価に変更した場合など）、評

価の方法を変更したことの合

理的な理由があるかどうかを

確認する。 

ハ．動産・債権担保の担保評価

については、実際に行ってい

る管理手段等に照らして客

観的・合理的なものとなって

いるかを検証する。 
 

④ 処分可能見込額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記③で算出した評価額（時

価）を踏まえ、当該担保物件の

処分により回収が確実と見込ま

れる額をいう。この場合、債権

保全という性格を十分に考慮す

る必要がある。なお、評価額の

精度が十分に高い場合には、評

価額と処分可能見込額が等しく

 

 担保評価額に基づき、処分可

能見込額が客観的・合理的な方

法で算出されているかを検証す

る。  

イ．担保評価額を処分可能見込

額としている場合は、担保評

価額の精度が高いことについ

て合理的な根拠があるかを検
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なる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

証する。具体的には、相当数

の物件について、実際に処分

が行われた担保の処分価格と

担保評価額を比較し、処分価

格が担保評価額を上回ってい

るかどうかについての資料が

存在し、これを確認できる場

合は、合理的な根拠があるも

のとして取り扱うものとす

る。  

ロ．直近の不動産鑑定士（不動

産鑑定士補を含む。）による鑑

定評価額又は競売における買

受可能価額がある場合には、

担保評価額の精度が十分に高

いものとして当該担保評価額

を処分可能見込額と取り扱っ

て差し支えないが、債権保全

という性格を十分考慮する観

点から、鑑定評価の前提条件

等や売買実例を検討するなど

により、必要な場合には、当

該担保評価額に所要の修正を

行っているかを検証する。鑑

定評価については、依頼方法、

依頼先との関係についても留

意する。 

 なお、不動産鑑定士（不動

産鑑定士補を含む。）による鑑

定評価額及び競売における買

受可能価額以外の価格につい

ても、担保評価額の精度が高

いことについて合理的な根拠

がある場合は、担保評価額を

処分可能見込額とすることが

できることに留意する。  

ハ．処分可能見込額の算出に当

たって、掛け目を使用してい

る場合は、その掛け目が合理

的であるかを検証する。 

(ｲ) 不動産、動産及び売掛金

の処分可能見込額の算出に

使用する掛け目について、

処分実績等が少ないとの事

由により、掛け目の合理性

が確保されない場合は、次

に掲げる値以下の掛け目を

使用しているかを検証す

る。 

 なお、安易に次に掲げる

値以下の掛け目に依存して

いないかに留意する。 

（不動産担保） 

土地  評価額の70％ 

 

 

 

 

 

（注）「資料」は、担保

物件の種類別に区分

されていることが望

ましい。 

 

 

（注）「鑑定評価額」と

は、不動産鑑定評価

基準（平成14年７月

３日付け国土交通事

務次官通知）に基づ

き評価を行ったもの

をいい、簡易な方法

で評価を行ったもの

は含まない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）「買受可能価額」

とは、民事執行法（昭

和54年法律第４号）

第60条第３項に規定

する買受可能価額を

いう。 
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建物  評価額の70％ 

（動産担保） 

在庫品 評価額の70％ 

機械設備 評価額の70％ 

（売掛金担保） 

売掛金  評価額の80％ 

(ﾛ) 有価証券の処分可能見込

額が担保評価額に次に掲げ

る掛け目を乗じて得られた

金額以下である場合は、妥

当なものと判断して差し支

えない。 

（有価証券担保）  

国債 評価額の95％ 

政府保証債 評価額の90％ 

上場株式 評価額の70％ 

その他の債券 評価額の

85％ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）「その他の債

券」とは、地方債

（公募債及び縁故

債）、公社債のうち

政府保証のない債

券、金融債、金融

商品取引所に上場

している会社の発

行する事業債及び

証券投資信託受益

証券をいう。 
 

(5) 保証等による

調整等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 優良保証等  

 

 

 

 

 

 

 

 保証等により保全措置が講じ

られているものについて、以下

のとおり区分し、優良保証等に

より保全されているものについ

ては、非分類とし、一般保証に

より保全されているものについ

ては、Ⅱ分類とする。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．公的信用保証機関の保証、

金融機関の保証、複数の金融

機関が共同して設立した保証

機関の保証、地方公共団体と

金融機関が共同して設立した

 

 一般事業法人による保証につ

いては、例えば、当該会社の取

締役会において当該保証の承

認手続が行われていないなど、

手続不備等がある場合は、保証

とはみなされない。  

 なお、自己資本比率規制上の

リスクアセット又は支払余力基

準上の信用リスクを意図的に削

減するために行われる保証等及

び決算期末日における不良債権

額を意図的に減少するために行

われる保証等で、当該保証等の

期間が基準日から翌決算期末日

を超える期間となっていない場

合には、当該債権は保証等によ

り保全されているとはみなされ

ない。  

 

 左記に掲げる保証が優良保証

とされているかを検証する。 

イ．「公的信用保証機関」とは、

法律に基づき設立された保証

業務を行うことができる機関

であり、信用保証協会、独立

行政法人農林漁業信用基金、
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保証機関の保証、地方公共団

体の損失補償契約等保証履行

の確実性が極めて高い保証を

いう。ただし、これらの保証

であっても、保証機関等の状

況、手続不備等の事情から代

位弁済が疑問視される場合及

び当該系統金融機関等が履行

請求の意思がない場合には、

優良保証とはみなされない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．一般事業会社の保証につい

ては、原則として金融商品取

引所上場の有配会社又は店頭

公開の有配会社で、かつ保証

者が十分な保証能力を有し、

正式な保証契約によるものを

優良保証とする。  

 

 

 

 

 

ハ．独立行政法人住宅金融支援

機構の「住宅融資保険」など

の公的保険のほか、民間保険

会社の「住宅ローン保証保険」

などの保険等をいう。 

農・漁業信用基金協会等であ

る。 

 なお、公的信用保証機関の

保証の種類によっては保証履

行の範囲が１００％ではない

ものがあることに留意する。 

 以下の場合は、「保証機関等

の状況、手続不備等の事情か

ら代位弁済が疑問視される場

合又は履行請求の意思がない

場合」として、優良保証とは

みなさないものとする。 

(ｲ) 保証機関等の経営悪化等

の理由から、代位弁済請求

を行っていない場合又は代

位弁済請求を行っているが

代位弁済が受けられない場

合（ただし、上記イの公的

信用保証機関を除く。）  

(ﾛ) 保証を受けている系統金

融機関等が代位弁済手続を

失念あるいは遅延する等の

保証履行手続上の理由によ

り、保証機関等から代位弁

済を拒否されている場合  

(ﾊ) その他保証を受けている

系統金融機関等が保証履行

請求を行う意思がない場合 

ロ．一般事業会社の優良保証に

ついては、金融商品取引所上

場の無配会社又は店頭公開の

無配会社で無配の原因が一過

性のものであり、かつ、当該

会社の業況及び財務状況等か

らみて翌決算期には復配する

ことが確実と見込まれる場合

で、保証者が十分な保証能力

を有し、正式な保証契約が締

結されている場合は、優良保

証と判断して差し支えない。 

ハ．住宅融資保険以外の公的保

険としては、貿易保険制度に

よる「輸出手形保険」及び「海

外投資保険」がある。  

 
 

② 一般保証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 優良保証等以外の保証をい

う。 

 例えば、十分な保証能力を有

する一般事業会社（上記①のロ

を除く。）及び個人の保証をい

う。 

 

 

 

 左記に掲げる保証が一般保証

とされているかを検証する。 

 保証会社の保証能力の有無等

の検証に当たっては、当該保証

会社の財務内容、債務保証の特

性、自己査定、償却・引当、保証

料率等の適切性等を踏まえた十

分な実態把握に基づいて行う。

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 保証予約及び経

営指導念書  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、保証が当該系統金融機関

又は共済事業実施機関の子会社

によるものである場合におい

て、例えば、当該子会社が親系

統金融機関等から支援等を受け

ている場合には、経営改善計画

の妥当性や、その支援等を控除

した場合等の状況についても踏

まえることに留意する。 

 

一般事業会社の保証予約及び

経営指導念書等で、当該保証を

行っている会社の財務諸表上に

おいて債務者に対する保証予約

等が債務保証及び保証類似行為

として注記されている場合、又

はその内容が法的に保証と同等

の効力を有することが明らかで

ある場合で、当該会社の正式な

内部手続を経ていることが文書

その他により確認でき、当該会

社が十分な保証能力を有するも

のについては、正式保証と同等

に取り扱って差し支えないもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 分類対象外債

権  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 分類の対象としない債権は次

のとおりとする。  

 

① 決済確実な割引手形及びこ

れに類する電子記録債権（以

下「決済確実な割引手形等」

という。）並びに特定の返済財

源により短時日のうちに回収

が確実と認められる債権並び

に正常な運転資金と認められ

る債権 

 

 

 

 

 

② 預貯金等及び国債等の信用

度の高い有価証券、満期返戻

金のある保険・共済等の優良

担保が付されている場合、あ

るいは預貯金等に緊急拘束措

置が講じられている場合に

は、その処分可能見込額に見

合う債権 

 

 

 

 

 

 左記に掲げる債権が分類対象

外債権とされているかを検証す

る。 

① 債務者区分が破綻懸念先、

実質破綻先及び破綻先に対す

る債権とされている債務者が

振り出した手形並びにこれら

の者が債務者となっている電

子記録債権は、自己査定上は

決済確実な割引手形等として

取り扱わない。  

 「特定の返済財源により近

く入金が確実な」場合とは、

概ね１か月以内に貸出金が回

収されることが関係書類で確

認できる場合をいう。  

② 債務者区分が破綻懸念先、

実質破綻先及び破綻先に対す

る運転資金は、自己査定上は

正常な運転資金として取り扱

わない。なお、要注意先に対

する運転資金であっても、自

己査定上は全ての要注意先に

対して正常な運転資金が認め

られるものではなく、債務者

の状況等により個別に判断す

る必要があることに留意す

る。  

 

 

 

 

（注）「特定の返済財

源」とは、近く入金が

確実な増資・社債発

行代り金、不動産売

却代金、代理受領契

約に基づく受入金、

あるいは、返済に充

当されることが確実

な他金融機関からの

借入金等で、それぞ

れ増資、社債発行目

論見書、売買契約書、

代理受領委任状又は

振込指定依頼書、そ

の他の関係書類によ

り入金の確実性を確

認できるものをい

う。 

（注）「正常な運転資

金」とは、正常な営業

を行っていく上で恒

常的に必要と認めら

れる運転資金であ

る。 
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③ 優良保証付債権及び保険金・

共済金の支払が確実と認めら

れる保険・共済付債権 

 

 

 

 

④ 政府出資法人に対する債権 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、破綻懸念先に対する

運転資金であっても、特定の

返済財源による返済資金が確

実に当該系統金融機関等の預

貯金口座に入金され、回収が

可能と見込まれる債権につい

ては、回収の危険性の度合い

に応じて判断する。 

 一般的に、卸・小売業、製造

業の場合の正常な運転資金の

算定式は以下のとおりである

が、算出に当たっては、売掛

金又は受取手形の中の回収不

能額、棚卸資産の中の不良在

庫に対する貸出金は正常な運

転資金とは認められないこと

から、これらの金額に相当す

る額を控除の上、算出するこ

ととする。 

正常な運転資金  

＝売上債権［売掛金＋受

取手形（割引

手形を除く）］

＋棚卸資産（通常の在庫

商品であって

不良在庫は除

く） 

－仕入債務［買掛金＋支

払手形（設備

支手は除く）］

 複数の金融機関が運転資金

を融資している場合には、被

検査系統金融機関等の融資シ

ェアを乗じて算出する。  

③ 優良保証付債権の資金使途

が運転資金であり、当該運転

資金とこれ以外の運転資金と

の合計額が正常運転資金相当

額を超える場合は、分類対象

外債権は正常運転資金相当額

を限度とする。  

④ 政府出資法人が出資又は融

資している債務者及び地方公

共団体が出資又は融資してい

る債務者に対する債権は、分

類対象外債権として取り扱わ

ず、原則として一般事業法人

に対する債権と同様の方法に

より分類されているかを検証

する。  

 具体的には、政府出資法人

からの支援又は地方公共団体

からの支援が確実であること

の合理的な根拠がある場合
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⑤ 系統金融機関で、出資者の脱

退または除名により、出資金

の返戻額により債権の回収を

予定している場合には、その

出資金相当額に見合う債権 

⑥ 共済約款（証書）貸付 

 
 

は、当該支援内容を踏まえ、

債務者区分の検討を行うもの

とし、単に政府出資法人及び

地方公共団体が出資又は融資

を行っていることを理由とし

て非分類としていないかを検

証する。 

 

 

 

 

⑥ 共済約款（証書）貸付であっ

ても、当該約款（共済規程）に

おける解約返戻金を超過して

いるものについて非分類とし

ていないかを検証する。 

 
(7) 債権の分類基

準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 正常先に対

する債権 

 債務者区分に応じて、当該債

務者に対する債権について次の

とおり分類を行うものとする。

また、プロジェクト・ファイナ

ンスの債権については、回収の

危険性の度合いに応じて見做し

債務者区分を付して分類を行

う。この場合、例えばスコアリ

ングによる格付け及びＬＴＶ

（ローン・トゥー・バリュー）

やＤＳＣＲ（デット・サービス・

カバレッジ・レシオ）等の指標

を加味しながら総合的に回収の

危険性を評価する等、合理的な

手法で行うものとする。 

 資産等の流動化に係る債権に

ついては、当該スキームに内在

するリスクを適切に勘案した上

で、回収の危険性の度合いに応

じて分類を行うものとする。 

 住宅ローンなどの個人向けの

定型ローン等及び農林漁業者若

しくは中小事業者向けの小口定

型ローン等の貸出金について

は、延滞状況等の簡易な基準に

より分類を行うことができるも

のとする。  

 

 

 正常先に対する債権につい

ては、非分類とする。 

 債権の分類は、債務者区分に

従い、担保及び保証等による調

整を行い、分類対象外債権の有

無を検討の上、正確に分類され

ているかを検証する。なお、プ

ロジェクト・ファイナンスの債

権について、回収の危険性の度

合いに応じて見做し債務者区分

を付して分類されているかを検

証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、簡易な基準により分類

を行っている場合には、基準及

び基準を適用する対象が合理的

なものとなっているかを検証す

る。  

 

正常先に対する債権が非分類

とされているかを検証する。 

 

 

② 要注意先に対

する債権  

 

 

 

 

 要注意先に対する債権につい

ては、以下のイからホまでに該

当する債権で、優良担保の処分

可能見込額及び優良保証等によ

り保全措置が講じられていない

 

 要注意先に対する債権につい

て、左記に掲げるとおり、分類

されているかを検証する。 

 なお、左記に掲げる分類対象

となる債権の解釈は次のとおり
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部分を原則としてⅡ分類とす

る。  

イ．不渡手形、融通手形及び期

日決済に懸念のある割引手形

並びにこれらに類する電子記

録債権 

 

ロ．赤字・焦付債権等の補填資

金、業況不良の関係会社に対

する支援や旧債肩代わり資金

等 

（注）繰越欠損や不良資産等を

有する債務者に対する債権に

ついては、仮に他の名目で貸

し出されていても、実質的に

これら繰越欠損等の補填資金

に充当されていると認められ

る場合は原則として当該債権

を分類することとする。また、

その分類額の算出に当たっ

て、どの債権がこれら繰越欠

損等の補填資金に該当するか

明確でないときは、例外的な

取扱いとして債務者の繰越欠

損や不良資産等の額と融資金

融機関中の当該系統金融機関

等の融資シェアを勘案して、

これら繰越欠損等の補填に見

合う債権金額を算出すること

ができる。  

 

ハ．金利減免・棚上げ、あるい

は、元本の返済猶予など貸出

条件の大幅な軽減を行ってい

る債権、極端に長期の返済契

約がなされているもの等、貸

出条件に問題のある債権 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とする。  

 

 

 

 

 

 

ロ．「当該系統金融機関等の繰越

欠損金等の見合い貸出金額」

及び「当該系統金融機関等の

融資シェア」の算定式は以下

のとおりである。 

当該系統金融機関等の繰越

欠損金等の見合い債権金額 

＝繰越欠損金等の額×当該

系統金融機関等の融資シ

ェア 

 

当該系統金融機関等の融資

シェア 

当該系統金融機関等の

貸出金総額（割引手形を

除く） 

＝ —―――――――――― 

 当該債務者の借入金総

額（割引手形を除く）  

 

 

 

 

 

ハ．「貸出条件の大幅な軽減を行

っている債権」とは、債務者

の業況等が悪化し、約定弁済

が困難となり、債務者の支援

のために金利減免・棚上げ、

元本の返済猶予等を行ってい

る貸出金、及び本来、収益返

済によるべき設備資金などを

合理的な理由なく最終期日に

一括返済としている債権であ

る。  

 「極端に長期の返済契約」

とは、設備資金として融資し

ている場合で、返済期間が当

該設備の耐用年数を超えてい

るものが該当するほか、資金

使途等から判断して、一定期

間内に返済を行うことが適当

であるにもかかわらず、債務

者の収益力、財務内容等に問

題があり、通常の返済期間を

超えた返済期間となっている

ものである。  
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ニ．元本の返済若しくは利息支

払いが事実上延滞しているな

ど履行状況に問題のある債権

及び今後問題を生ずる可能性

が高いと認められる債権 

 

ホ．債務者の財務内容等の状況

から回収について通常を上回

る危険性があると認められる

債権 

 なお、債務者が制度資金を

利用している場合には、制度

資金の内容、制度資金を融資

するに至った要因等を総合的

に勘案して、貸出条件の大幅

な軽減を行っているかどうか

又は極端に長期の返済契約か

どうかを検討するものとし、

制度資金を直ちに貸出条件の

大幅な軽減を行っている債権

又は極端に長期の返済契約と

判断してはならない。 

 

 

③ 破綻懸念先に

対する債権 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 破綻懸念先に対する債権につ

いては、優良担保の処分可能見

込額及び優良保証等により保全

されている債権以外のすべての

債権を分類することとし、一般

担保の処分可能見込額、一般保

証により回収が可能と認められ

る部分及び仮に経営破綻に陥っ

た場合の清算配当等により回収

が可能と認められる部分をⅡ分

類とし、これ以外の部分をⅢ分

類とする。  

 なお、一般担保の評価額の精

度が十分に高い場合は、担保評

価額をⅡ分類とすることができ

る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 破綻懸念先に対する債権につ

いて、左記に掲げるとおり、分

類されているかを検証する。  

 なお、左記に掲げる回収可能

見込額の解釈は次のとおりとす

る。 

イ．「保証により回収が可能と認

められる部分」とは、保証人

の資産又は保証能力を勘案す

れば回収が確実と見込まれる

部分であり、保証人の資産又

は保証能力の確認が未了で保

証による回収が不確実な場合

は、当該保証により保全され

ていないものとして、当該部

分をⅢ分類としているかを検

証する。  

ロ．「清算配当等により回収が可

能と認められる部分」とは、

被検査系統金融機関等が当該

債務者の他の債権者に対する

担保提供の状況が明確に把握

できるなど、債務者の資産内

容の正確な把握及び当該債務

者の清算貸借対照表の作成が

可能な場合で、清算配当等の

見積りが合理的であり、かつ、

回収が確実と見込まれる部分

である。  

なお、清算配当等により回

 



25 
 

収が可能と認められる部分

をⅡ分類としている場合は、

当該清算配当等の見積りが

合理的であるかどうかを検

証する。 

 

④ 実質破綻先及び

破綻先に対する

債権 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 実質破綻先及び破綻先に対す

る債権については、優良担保の

処分可能見込額及び優良保証等

により保全されている債権以外

のすべての債権を分類すること

とし、一般担保の処分可能見込

額及び一般保証による回収が可

能と認められる部分、清算配当

等により回収が可能と認められ

る部分をⅡ分類、優良担保及び

一般担保の担保評価額と処分可

能見込額との差額をⅢ分類、こ

れ以外の回収の見込がない部分

をⅣ分類とする。 

 なお、一般担保の評価額の精

度が十分に高い場合は、担保評

価額をⅡ分類とすることができ

る。また、保証による回収の見

込が不確実な部分はⅣ分類と

し、当該保証による回収が可能

と認められた段階でⅡ分類とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 実質破綻先及び破綻先に対す

る債権について、左記に掲げる

とおり、分類されているかを検

証する。 

 また、実質破綻先及び破綻先

に対する債権は、可能な限り、

担保等による回収が可能と認め

られる部分であるⅡ分類と回収

の見込みがない部分であるⅣ分

類に分類するものとし、Ⅲ分類

とされるものは、「優良担保及び

一般担保の担保評価額と処分可

能見込額との差額」以外にはな

いことに留意する。 

 なお、左記に掲げる回収可能

見込額等の解釈は次のとおりと

する。  

イ．「保証により回収が可能と認

められる部分」とは、保証人

の資産又は保証能力を勘案す

れば回収が確実と見込まれる

部分であり、保証人の資産又

は保証能力の確認が未了で保

証による回収が不確実な場合

は、当該保証により保全され

ていないものとして、当該部

分をⅣ分類としているかを検

証する。  

ロ．実質破綻先に対する債権に

おける「清算配当等により回

収が可能と認められる部分」

とは、被検査系統金融機関等

が当該債務者の他の債権者に

対する担保提供の状況が明確

に把握できるなど、債務者の

資産内容の正確な把握及び当

該債務者の清算貸借対照表の

作成が可能な場合で、清算配

当等の見積りが合理的であ

り、かつ、回収が確実と見込

まれる部分である。  

 破綻先に対する債権におけ

る「清算配当等により回収が

可能と認められる部分」とは、

①清算人等から清算配当等の

通知があった場合の清算配当

等の通知があった日から５年

以内の返済見込部分、②被検
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 査系統金融機関が当該会社の

他の債権者に対する担保提供

の状況が明確に把握できるな

ど、債務者の資産内容の正確

な把握及び当該債務者の清算

貸借対照表の作成が可能な場

合で、清算配当等の見積りが

合理的であり、かつ、回収が

確実と見込まれる部分であ

る。 

 なお、清算配当等により回

収が可能と認められる部分を

Ⅱ分類としている場合は、当

該清算配当等の見積りが合理

的であるかどうかを検証す

る。  

ハ．会社更生法等の規定による

更生手続開始の申立て、民事

再生法の規定による再生手続

開始の申立て、破産法の規定

による破産の申立て、会社法

の規定による整理開始又は特

別清算開始の申立て等が行わ

れた債務者については、原則

として以下のとおり分類され

ているかを検証する。 

(ｲ) 更生担保権を原則として

Ⅱ分類としているか。  

(ﾛ) 一般更生債権のうち、原

則として、更生計画の認可

決定等が行われた日から５

年以内の返済見込部分をⅡ

分類、５年超の返済見込部

分をⅣ分類としているか。 

(ﾊ) 切捨債権をⅣ分類として

いるか。  

 なお、更生計画等の認可

決定後、当該債務者の債務

者区分及び分類の見直しを

行っている場合は、回収の

危険性の度合いに応じて分

類されているかを検証す

る。  

ニ．会社更生法の規定による更

生手続開始の申立て、民事再

生法の規定による再生手続開

始の申立て等が行われた債務

者に対する共益債権について

は、回収の危険性の度合いを

踏まえ、原則として、非分類

ないしⅡ分類としているかを

検証する。 

 

(8) 外国政府等に

 

 外国政府、中央銀行、政府関

 

 外国政府等に対する債権につ
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対する債権 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

係機関又は国営企業に対する債

権については、その特殊性を勘

案して、上記⑺によらず、客観

的事実の発生に着目して分類す

るものとする。例えば、以下の

ような場合には、当該国の政治

経済情勢等の状況を踏まえ、回

収の危険性の度合いに応じて当

該債権を分類することを検討す

る。  

① 元本又は利息の支払が１か

月以上延滞していること。 

② 決算期末前５年以内に、債

務返済の繰延べ、主要債権銀

行間一律の方式による再融

資、その他これらに準ずる措

置（以下「債務返済の繰延べ

等」という。）に関する契約が

締結されていること。 

③ 債務返済の繰延べ等の要請

を受け、契約締結に至らないま

ま１か月以上経過しているこ

と。 

④ 上記①から③までに掲げる

事実が近い将来に発生するこ

とが見込まれること。 

いては、当該国の財政状況、経

済状況、外貨繰りの状況等を踏

まえ、回収の危険性の度合いに

応じて分類されているかを検証

するものとするが、少なくとも

左記に掲げる債権について、原

則として分類が検討されている

かを検証する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) 外国の民間企

業及び海外の日

系企業等に対す

る債権 

 

 

 

 

 

  

 

 

 外国の民間企業及び海外の日

系企業等に対する債権について

は、上記⑺により行うものとす

る。  

 ただし、延滞等の原因が当該

国の外貨繰りによることが明ら

かである場合には、上記⑻に準

じて分類するものとする。 

なお、自己査定に当たっては、

当該国での取引形態、マーケッ

トの状況、担保の状況等を勘案

して行うものとする。 

 

 上記⑻により分類対象とされ

た外国政府等が所在する国の民

間企業及び海外の日系企業等に

対する債権については、上記⑺

による分類の検討とともに、上

記⑻による分類の検討を行って

いるかを検証する。  

 なお、当該国での取引形態、

マーケットの状況、担保の状況

等をどのように把握しているか

を検証する。 

 

 

 

(10)未収利息  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 未収利息のうち、破綻懸念先、

実質破綻先及び破綻先に対する

未収利息を原則として資産不計

上としているか、特に実質破綻

先及び破綻先に対する未収利息

を資産計上していないかを検証

する。  

 ただし、破綻懸念先で保全状

況等による回収の可能性を勘案

して、未収利息を資産計上して

いる場合には、当該未収利息に

ついて回収の危険性の度合いに

応じて分類が行われているかを

検証する。 
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 要注意先については、契約上

の利払日を６か月以上経過して

も利息の支払を受けていない債

権について未収利息を資産計上

している場合、その合理性を検

証する。 

なお、破綻懸念先に対する未

収利息が資産計上されている場

合には、当該債務者に対する債

権が下記⑾に基づく報告及び公

表の対象となっているかを確認

する。 

 

(11)金融機能再生

緊急措置法等に

おける債権区分

との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 金融機能再生緊急措置法施行

規則第４条並びに農業協同組合

法施行規則第204条第１項第１

号ホ（２）及び同項第２号ヘ

（２）、漁協信用事業等命令第48

条第１項第１号ホ（２）、水産業

協同組合法施行規則第207条第

１項第６号ハ並びに農林中央金

庫法施行規則（平成13年内閣府・

農林水産省令第16号）第112条第

５号ロに定める債権区分と本要

領に定める債務者区分等との対

応関係は、次のとおりである。 

 なお、金融機能の早期健全化

のための緊急措置に関する法律

第３条第２項第１号の規定によ

り、金融機能再生緊急措置法第

６条第２項に規定する基準に従

い資産の査定を行う必要のある

系統金融機関は、信農連、信漁

連及び金庫である。 

 

 

 

 

 

 金融機能再生緊急措置法施行

規則第４条等に定める基準に基

づき、債務者の財政状態及び経

営成績等を基礎として債務者区

分等に応じて、左記に掲げると

おり区分されているかを検証す

る。  

 なお、系統金融機関において

は、農協法第54条の３第１項、

水協法第58条の３第１項及び農

林中央金庫法（平成13年法律第

93号）第81条第１項により、「破

産更生債権及びこれらに準ずる

債権」、「危険債権」、「三月以上

延滞債権」、「貸出条件緩和債権」

及び「正常債権」の額について

は公衆の縦覧に供することが義

務付けられており、さらに、農

協法第99条の６、水協法第128条

の６及び農林中央金庫法第99条

の規定により、虚偽の記載等が

あった場合には、罰則が適用さ

れることとされている。  

したがって、資産査定の結果

や上記開示債権の区分・額等が

不正確と認められる場合には、

その原因（自己査定基準の適切

性に起因するものか、自己査定

作業の実施に起因するものか、

その他の原因に起因するものか

など）及び被検査系統金融機関

等の今後の改善策について、十

分な確認を行いその的確な把握

に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

①正常債権  

 

 

 

 

 

 

 正常債権とは、「債務者の財政

状態及び経営成績に特に問題が

ないものとして、要管理債権（農

協法第54条の３第１項、水協法

第58条の３第１項及び農林中央

金庫法第81条第１項の規定に基

 

 左記に掲げる債権が正常債権

とされているかを検証する。 
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②要管理債権（三月

以上延滞債権、貸付

条件緩和債権）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

づく開示にあっては、三月以上

延滞債権、貸出条件緩和債権と

読み替える。）、危険債権、破産

更生債権及びこれらに準ずる債

権以外のものに区分される債

権」であり、国、地方公共団体

及び被管理金融機関に対する債

権、正常先に対する債権及び要

注意先に対する債権のうち要管

理債権に該当する債権以外の債

権である。 

 

 要管理債権とは、要注意先に

対する債権のうち「三月以上延

滞債権（元金又は利息の支払が、

約定支払日の翌日を起算日とし

て３月以上延滞している貸出債

権）及び貸出条件緩和債権（経

済的困難に陥った債務者の再建

又は支援を図り、当該債権の回

収を促進すること等を目的に、

債務者に有利な一定の譲歩を与

える約定条件の改定等を行った

貸出債権）」（金融機能再生緊急

措置法施行規則第４条）をいう。

 なお、要注意先に対する債権

は、要管理債権とそれ以外の債

権に分けて管理するものとす

る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 左記に掲げる債権が要管理債

権とされているかを検証する。

その際、農業協同組合法施行規

則 第 204 条 第 １ 項 第 １ 号 ホ

(2)(ⅳ)、漁協信用事業等命令第

48条第１項第１号ホ(2)(ⅳ)及

び農林中央金庫法施行規則第

112条第５号ロ(4)に定める貸出

条件緩和債権の定義並びに系統

金融機関にあっては、「系統金融

機関向けの総合的な監督指針」

（平成17年４月１日付け金監第

806号・16経営第8903号金融庁監

督局長・農林水産省経営局等通

知）又は「漁協系統信用事業に

おける総合的な監督指針」（平成

17年４月１日付け金監第807号・

16水漁第2697号金融庁監督局

長・水産庁長官通知）、全共連に

あっては「共済事業向けの総合

的な監督指針」（平成18年３月31

日付け経営第7481号経営局長通

知）、共水連にあっては「漁協等

の共済事業向けの総合的な監督

指針」（平成20年４月１日付け水

漁第3957号水産庁長官通知）に

おける貸出条件緩和債権に係る

留意事項も参考として検証す

る。  

 なお、形式上は延滞が発生し

ていないものの、実質的に３月

以上延滞している債権を要管理

債権としているかを検証する。 

（注）実質的な延滞債権となっ

ているかどうかは、返済期日

近くに実行された貸出金の

資金使途が元金又は利息の

返済原資となっていないか

を稟議書の確認及び当該貸

出金の資金トレースを行う

などの方法により確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）農協法第54条の

３第１項、水協法第

58条の３第１項及び

農林中央金庫法第81

条第１項の規定に基

づく開示にあって

は、三月以上延滞債

権及び貸出条件緩和

債権の開示が義務付

けられていることに

留意する。 
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③危険債権  

 

 

 

 危険債権とは、「債務者が経営

破綻の状態には至っていない

が、財政状態及び経営成績が悪

化し、契約に従った債権の元本

の回収及び利息の受取りができ

ない可能性の高い債権」であり、

破綻懸念先に対する債権であ

る。 

 左記に掲げる債権が危険債権

とされているかを検証する。 

 

 

 

 

④ 破産更生債権及

びこれらに準ず

る債権 

 

 

 

 破産更生債権及びこれらに準

ずる債権とは、「破産手続開始、

更生手続開始、再生手続開始の

申立て等の事由により経営破綻

に陥っている債務者に対する債

権及びこれらに準ずる債権」で

あり、実質破綻先に対する債権

及び破綻先に対する債権であ

る。 

 

 左記に掲げる債権が破産更生

債権及びこれらに準ずる債権と

されているかを検証する。 

 

 

 

 

 

 

(12)連結対象子会

社に対する債権  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 連結対象子会社（いわゆる関

連ノンバンクを含む。）に対する

債権については、原則として以

下の方法により分類されている

かを検証する。  

① 被検査系統金融機関等の連

結対象子会社に対する債権の

場合  

  連結対象子会社の資産につ

いて、原則として被検査系統

金融機関等の自己査定の方法

と同様の方法により資産査定

を行い、連結対象子会社の財

務状況等を的確に把握した上

で、債務者区分を行い、分類

を行う。  

 ただし、連結対象子会社の

業種、所在国の現地法制等に

より、被検査系統金融機関等

の自己査定の方法と同様の方

法により資産査定を行うこと

が困難な場合は、被検査系統

金融機関等の自己査定の方法

に準じた方法により行った資

産査定結果をもとに、債務者

区分を行い、分類することが

できる。 

② 他の金融機関の連結対象子

会社に対する債権の場合  

  一般事業法人に対する債権

と同様の方法により分類を

行う。 

 

 

 

2．有価証券の分類
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方法 

(1) 基本的な考え

方  

 

 

 

 

 

 

 

 有価証券の査定に当たって

は、その保有目的区分（売買目

的有価証券、満期保有目的の債

券、責任準備金対応債券、子会

社・関連会社株式、その他有価

証券）に応じ、適正な評価を行

い、市場性・安全性に照らし、

分類を行うものとする。 

 また、市場価格のない株式等

の安全性の判断は、原則として

債権と同様の考え方により発行

主体の財務状況等に基づき行う

ものとする。  

 

 有価証券の保有目的区分及び

評価については、「金融商品に関

する会計基準」（2019年７月４日

付け企業会計基準第10号企業会

計基準委員会）等に基づいて適

正に行われているかを検証す

る。 

 

 

 

（注）「金融商品に関す

る会計基準」等に

は、「金融商品会計に

関する実務指針」

（2025年３月11日付

け移管指針第９号企

業会計基準委員会）

及び「金融商品会計

に関するＱ＆Ａ」

（2024年７月１日付

け移管指針第12号企

業会計基準委員会）

を含む。  

 

 

(2)時価評価の対象

となっている有

価証券（売買目的

有価証券及び時

価のあるその他

有価証券） 

 

 帳簿価額を非分類とする。 

 

 

 

 

 

 

 帳簿価額が適正な時価で評価

されているかを検証する。 

 

 

 

 

 

 

(3)時価評価の対象

となっていない

有価証券（満期保

有目的の債券、責

任準備金対応債

券、子会社・関連

会社株式及び市

場価格のない株

式）  

① 債券  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 債券については、原則として、

以下のイ～ハの区分に応じて分

類を行う。  

イ．非分類債券  

 次の債券については、原則

として、帳簿価額を非分類と

する。 

(ｲ) 国債、地方債  

(ﾛ) 政府保証債（公社・公団・

公庫債等）  

(ﾊ) 特殊債（政府保証債を除

く公社・公団・公庫などの

特殊法人、政府出資のある

会社の発行する債券）  

(ﾆ) 金融債  

(ﾎ) 信用格付業者による直近

の格付符号が「ＢＢＢ（ト

リプルＢ）」相当以上の債券

を発行している会社の発行

するすべての債券  

ロ．満期保有目的の債券及び責

任準備金対応債券（上記イに

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．債券について、左記に掲げ

るとおり、分類されているか

を検証する。  

  債券について、適正な時価

が把握されているかを検証

するとともに、下記⑷により

減損処理の対象となるもの

がないかを検証する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．責任準備金対応債券につい

ては、リスク管理等が適切に
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該当する債券を除く。） 

(ｲ) 時価が帳簿価額を上回っ

ている場合は、帳簿価額を

非分類とする。 

(ﾛ) 時価が帳簿価額を下回

っている場合は、時価相当

額を非分類とし、帳簿価額

と時価の差額を、原則とし

て、Ⅱ分類とする。 

行われているか検証する。 

 適正な時価が把握されて

いるかを検証する。  

 

 

②株式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 株式については、原則として、

以下のイ～ハの区分に応じて分

類を行う。 

イ．非分類株式 

 次の株式については、原則

として、帳簿価額を非分類と

する。 

(ｲ) 政府出資のある会社（た

だし、清算会社を除く。）の

発行する株式 

(ﾛ) 信用格付業者による直近

の格付符号が「ＢＢＢ（ト

リプルＢ）」相当以上の債券

を発行する会社の株式 

ロ．子会社・関連会社株式（上

記イに該当する株式を除く。）

(ｲ) 時価又は実質価額が帳簿

価額を上回っている場合

は、帳簿価額を非分類とす

る。 

(ﾛ) 時価又は実質価額が帳簿

価額を下回っている場合

は、時価又は実質価額相当

額を非分類とし、帳簿価額

と時価又は実質価額相当額

の差額について、原則とし

て、Ⅱ分類とする。  

 ただし、この場合におい

て、当該株式の時価の下落

期間等又は実質価額の低下

状況等に基づき、実質価額

相当額を非分類とし、帳簿

価額と時価又は実質価額相

当額の差額に相当する額を

Ⅲ分類とすることができる

ものとする。 

ハ．その他有価証券の株式（上

記イに該当する株式を除く。）

(ｲ) 実質価額が帳簿価額を上

回っている場合は、帳簿価

額を非分類とする。  

(ﾛ) 実質価額が帳簿価額を下

回っている場合は、実質価

額相当額を非分類とし、帳

 

 株式について、左記に掲げる

とおり、分類されているかを検

証する。 

 適正な時価又は実質価額が把

握されているかを検証するとと

もに、下記⑷により減損処理の

対象となるものがないかを検証

する。 

 なお、実質価額については、

原則として、株式の発行主体の

資産等の時価評価に基づく評価

差額を加味して算出しているか

を検証する。 

 デット・エクイティ・スワッ

プ（以下「ＤＥＳ」という。）に

より取得した株式の帳簿価額に

ついては、「デット・エクイティ・

スワップの実行時における債権

者側の会計処理に関する実務上

の取扱い」( 平成14年10月９日

企業会計基準委員会) に基づい

て適正に算定されているかを検

証する。特に、真正なＤＥＳで

あるかどうかの検証項目等に留

意する。 

 また、ＤＥＳにより取得した

株式を含む種類株式の期末評価

については、「種類株式の貸借対

照表価額に関する実務上の取扱

い」（平成15年３月13日企業会計

基準委員会）に基づいて適正に

評価されているかを検証する。

特に評価モデルの仮定の適切性

に留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）「実質価額」と

は、「金融商品会計に

関する実務指針」第

92項（市場価格のな

い株式等の減損処

理）による実質価額

をいう。以下同じ。 

 

 

 

 

 

 

（注）いわゆる実質Ｄ

ＥＳ及びＤＥＳの取

り扱いについては、

「監査上の留意事項

について」（平成17

年３月11日日本公認

会計士協会）を参照。

（注）帳簿価額と時価

又は実質価額相当額

の差額に相当する額

をⅢ分類とする場合

には、「子会社株式等

に対する投資損失引

当金に係る監査上の

取扱い」（平成13年４

月17日日本公認会計

士協会）を参照。  
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簿価額と実質価額相当額の

差額に相当する額をⅡ分類

とする。 

ただし、この場合におい

て、当該株式の実質価額の

低下状況等に基づき、実質

価額相当額を非分類とし、

帳簿価額と実質価額相当

額の差額に相当する額を

Ⅲ分類とすることができ

るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 外国証券  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 外国証券については、原則と

して、以下のイ、ロの区分に応

じて分類を行うものとする。 

イ．非分類外国証券  

 次の外国証券については、

原則として、帳簿価額を非分

類とする。 

(ｲ) 日本国が加盟している条

約に基づく国際機関、日本

国と国交のある政府又はこ

れに準ずるもの（州政府等）

及び地方公共団体の発行す

る債券  

(ﾛ) 日本国と国交のある政府

によって営業免許等を受け

た金融機関の発行する株式

及び債券  

(ﾊ) 信用格付業者の格付符号

が「ＢＢＢ（トリプルＢ）」

相当以上の債券を発行して

いる会社の発行するすべて

の債券及び同債券を発行す

る会社の発行する株式 

ロ．上記イ以外の外国証券  

原則として、上記①債券ロ

並びに②株式ロ及びハの分類

方法に準じて分類を行うもの

とする。 

 

 外国証券について、左記に掲

げるとおり、分類されているか

を検証する。  

 外国証券について、適正な時

価又は実質価額が把握されてい

るかを検証するとともに、下記

⑷により減損処理の対象となる

ものがないかを検証する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）「日本国が加盟し

ている条約に基づく国

際機関」とは、国際復興

開発銀行（ＩＢＲＤ）、

国際金融公社（ＩＦ

Ｃ）、米州開発銀行（Ｉ

ＤＢ）、欧州復興開発銀

行（ＥＢＲＤ）、アフリ

カ開発銀行（ＡｆＤＢ）

及びアジア開発銀行

（ＡＤＢ）である。 

 

④ その他の有価証

券 

 

 

 

 

 

 その他の有価証券は、上記①、

②、③及び下記(4)に準じて分類

する。ただし、貸付信託の受益

証券及び証券投資信託等のうち

預貯金と同様の性格を有するも

のは、非分類とする。 

 

 ファンドについては、その種

類・内容・リスク特性等の特徴

を踏まえて、必要に応じて購入

先などから詳細な各種情報を入

手し、系統金融機関又は共済事

業実施機関が自ら適切にファン

ドの資産性や評価について、検

討しているかを検証する。 

 

 

(4) 減損処理 

①時価のあるもの  

 

 

 

 

 売買目的有価証券以外の有価

証券のうち、時価のあるものに

ついて時価が著しく下落したと

 

 

イ．時価が著しく下落している

ものについて、回復可能性を

検討しているかを検証する。 

 

 

（注）減損処理の具体

的処理については、「金

融商品会計に関する実
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 きは、回復する見込みがあると

認められる場合を除き、当該時

価とその取得原価又は償却原価

との差額をⅣ分類とする。 

 

 

ロ．回復可能性を検討した結果、

回復の可能性があると認めら

れるものを除いて、減損処理

の対象としているかを検証す

る。  

ハ．上記イ、ロを踏まえて、減損

処理が必要な場合、時価とそ

の取得原価又は償却原価と

の差額をⅣ分類としている

かを検証する。 

務指針」第91項、第92

項、第283-2項、第 284

項及び第285項を参照。

 

② 市場価格のない

株式等 

 

 

 

 

 

 

 市場価格のない株式等につい

て、当該株式等の発行主体の財

政状態の悪化により実質価額が

著しく低下したときは、当該実

質価額とその取得原価との差額

をⅣ分類とする。  

 ただし、回復可能性が十分な

証拠によって裏付けられるので

あれば、当該差額をⅣ分類とし

ないことができる。 

 

 株式等の発行主体の財政状態

の悪化により期末の株式等の実

質価額が取得時の実質価額に比

べて相当程度低下し、かつ、当

該実質価額が取得原価に比べて

50％程度以上低下している場合

は、当該差額をⅣ分類としてい

るかを検証する。  

 Ⅳ分類としていない場合は、

回復可能性が十分な証拠によっ

て裏付けられているかを検証す

る。  

 

 

3． デリバティブ取

引の分類方法  

 

 

 デリバティブ取引の査定に当

たっては、帳簿価額を非分類と

する。 

 

 帳簿価額が適正な時価で評価

されているかを検証する。 

 

 

4. 契約資産の分

類方法 

 

 

契約資産の査定に当たって

は、債権と同様の方法により分

類するものとする。 

 

 

契約資産について、債権と同

様の方法により分類されている

かを検証する。 

 

（注）「契約資産」とは、

企業が顧客に移転し

た財又はサービスと

交換に受け取る対価

に対する企業の権利

（ただし、顧客との

契約から生じた債権

を除く。）をいう。以

下同じ。 

 

5．その他の資産（債

権、有価証券、デ

リバティブ取引

及び契約資産以

外）の分類方法  

 

 

 

 

 

 

 

 その他の資産は適正な評価に

基づき、以下のとおり分類する

ものとする。  

 なお、信用リスクを有する資

産及びオフバランス項目につい

て自己査定を行っている場合に

は、債権と同様の方法により分

類するものとする。  

 特に、債権流動化等の方法に

よりオフバランス化を図ってい

るもののうち、信用リスクが完

全に第三者に転嫁されず、信用

リスクの全部又は一部を被検査

系統金融機関等が抱えている場

合には、債権流動化等の対象と

なった原債権を債権と同様の方

 

 その他の資産のうち、金融商

品の評価については、「金融商品

に関する会計基準」等に基づい

て適切に行われているかを検証

する。  

 また、その他の資産が左記に

掲げるとおり分類されているか

を検証する。  

 なお、信用リスクを有する資

産及びオフバランス項目につい

ては、債権と同様の方法により

分類されているかを検証する。 

 特に、債権流動化等の方法に

よりオフバランス化を図ってい

るもののうち、信用リスクの全

部又は一部を被検査系統金融機

 

（注）「金融商品に関す

る会計基準」等に

は、「金融商品会計に

関する実務指針」及

び「金融商品会計に

関するＱ＆Ａ」を含

む。  
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法により分類した上で、被検査

系統金融機関等が抱えている信

用リスク部分を価値の毀損の危

険性の度合いに応じて分類する

ものとする。 

関等が抱えている場合には、当

該部分が価値の毀損の危険性の

度合いに応じて分類されている

かを検証する。 

 

(1) 仮払金  

 

 

 

 

 貸出金に準ずる仮払金（債務

保証に基づき代位弁済を行った

ことにより発生する求償権及び

貸出金と関連のある仮払金）以

外の仮払金については、回収の

危険性又は価値の毀損の危険性

の度合いに応じ、分類するもの

とする。 

 

 貸出金に準ずる仮払金以外の

ものが、回収の危険性又は価値

の毀損の危険性の度合いに応

じ、分類されているかを検証す

る。  

 

 

 

 

(2) 固定資産 

 ①業務用固定資

産 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②運用不動産 

 

 

 業務用固定資産のうち、業務

用として使用されていないいわ

ゆる不稼働固定資産について

は、原則として、帳簿価額をⅡ

分類とする。 

 また、稼働、不稼働にかかわ

らず、減損会計を適用した場合

に減損すべきとされた金額につ

いては、これをⅣ分類とする。 

 

 

 

運用不動産のうち、一定期間

にわたり利用実態がなく利用計

画もないものについてはⅡ分類

とする。 

 また、減損会計を適用した場

合に減損すべきとされた金額に

ついては、これをⅣ分類とする。

 

 

 不稼働固定資産について、左

記に掲げるとおり、分類されて

いるかを検証する。  

 なお、①職員の福利厚生の目

的としているが利用実績がほと

んどないもの、及び②現に業務

目的に供されていないか、今後、

業務目的に供することが確実で

ないもの、を不稼働固定資産と

して分類しているかを検証す

る。 

 

運用不動産のうち、一定期間

にわたり利用実態がなく利用計

画もないものについて分類して

いるかを検証する。 

  
 

 

 

（注）固定資産の減損

については、「固定資

産の減損に係る会計

基準」（平成14年8月9

日企業会計審議会）

等を参照。 

 

 

 

 

 

 

（注)「一定期間」とは、

概ね２年程度をい

う。「利用実態がな

く」とは、原則、賃料

収入がないものをい

う。ただし、当初の事

業計画が中断し、当

面の措置として駐車

場等で利用している

ものは、賃料収入が

あるとしても、最終

利用形態でないこと

から利用実態がない

ものとする。 

「利用計画もな

い」とは、計画の具

体性及び実現の可能

性が高い場合であっ

ても、例えば社内予

算書等において、計

画に係る予算が計上

されている等書面に

より確認できない場

合は利用計画がない

ものとする。 
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(3) ゴルフ会員権  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 未収共済掛金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．ゴルフ会員権については、

有価証券の減損処理に準じて

分類する。  

ロ．また、福利厚生用として保

有しているものを除き、原則

として帳簿価額をⅡ分類とす

る。 

 ただし、会員権の発行主体

の財務状況に問題が認められ

る場合には、保有目的にかか

わらず債権と同様の考え方に

基づき債務者区分を行い、要

注意先及び破綻懸念先とされ

た者が発行するものは帳簿価

額をⅡ分類、実質破綻先及び

破綻先とされた者が発行する

もので、施設の利用が可能な

ものは帳簿価額をⅡ分類、施

設の利用が不可能なものは帳

簿価額をⅣ分類に分類するも

のとする。  

 なお、ゴルフ会員権をその

他の資産ではなく、有価証券

の勘定科目で保有している場

合も、同様の方法により分類

するものとする。  

 また、会員権の発行主体に

対する債権を有しない場合

は、簡易な基準により分類を

行うことができるものとす

る。 

 

未収共済掛金とは、共済連の

会員が当該事業年度に収入した

共済掛金のうち、共済連が収受

すべき共済掛金の未収入金であ

り、組合等に対する債権である。

未収共済掛金については、以

下の事項に留意して分類するも

のとする。 

イ．原則として、回収の危険性

又は価値の毀損の危険性の度

合いに応じて分類する。なお、

共済契約者の実態が不明な場

合等については、延滞状況等

の簡易な基準により分類する

ことができるものとする。 

ロ．職員等が収入共済掛金を費

消・流用している場合は、延

滞期間に左右されることなく

職員等の信用状態等に基づき

分類する。 

ハ．既経過解約未収については、

延滞基準等の簡易な基準によ

 ゴルフ会員権について、左記

に掲げるとおり、分類されてい

るかを検証する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 有価証券の勘定科目で保有し

ている場合に、左記に掲げると

おり、分類されているかを検証

する。 

 

 

 

 

 

 

未収共済掛金について、左記

に掲げるとおり、分類されてい

るかを検証する。簡易な基準に

より分類されている場合には、

基準及び基準を適用する対象が

合理的なものとなっているかを

検証する。 

 

（その他の留意事項） 

イ．未収共済掛金が以下のよう

な共済連の管理態勢等の問題

により発生したものでないか

を検証する。 

(ｲ) 職員等の費消・流用 

(ﾛ) 共済掛金の計算誤りに

よる共済契約者からの徴

収不足 

(ﾊ) システムトラブル（引落

しミス等） 

(ﾆ) 不適切な推進等（立替、

架空契約） 

(ﾎ) 共済契約者からの集金

（注）ゴルフ会員権の

減損処理等の具体的

処理については、「金

融商品会計に関する

実務指針」第135項及

び第311項を参照。 
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(5) 外国再保険貸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 代理業務貸 

る分類ではなく、実態判断に

より分類する。 

 

 

 

 

外国再保険貸とは、再保険契

約に基づき、海外の再保険会社

と授受される再保険料・再保険

金等の未収入金であり、海外の

再保険会社に対する債権であ

る。 

外国再保険貸については、以

下の事項に留意して分類するも

のとする。 

イ．原則として、再保険先の財

務状況に基づく回収の危険性

又は価値の毀損の危険性の度

合いに応じて分類する。 

ロ．再保険契約の内容等につい

て訴訟等となっている場合等

は回収見込みの実態を把握し

た上で分類する。 

ハ．再保険先の倒産等が発生し

ている場合は、財務状況等に

基づき分類する。 

 

代理業務貸とは、代理業務契

約に基づき、他の保険会社の代

理業務を行うことにより発生す

る委託先会社に対する債権であ

る。 

代理業務貸については、外国

再保険貸に準じて分類するもの

とする。 

遅延 

ロ．多額にⅢ、Ⅳ分類が発生

している場合は、契約管理

として問題がないかを検

証する。 

 

外国再保険貸について、左記

に掲げるとおり、分類されてい

るかを検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代理業務貸について、左記に

掲げるとおり、分類されている

かを検証する。また、他の保険

会社の代理業務を行うことに

より発生する未収債権につい

ては、委託会社の財務状況等に

基づき分類されているかを検

証する。 

（その他の留意事項） 

 外国再保険貸の留意事項に

準じて検証する。さらに、どの

ような代理業務による対価で

あるかに留意して検証する。 

 

(7)経済事業資産の

分類方法 

 

 

 

 

 

① 基本的な考え

方 

 

 

 

 

 

経済事業資産とは、経済事業

債権（経済事業未収金、受取手

形及び受託販売債権（経済事業

雑資産債権）をいう。以下同じ。）

及び棚卸資産をいい、分類は次

に掲げる方法により行う。 

 

  経済事業債権の査定に当たっ

ては、その回収の危険性又は

価値の毀損の危険性の度合いに

応じ、原則として債権と同様の

考え方に基づき分類を行うもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  経済事業債権の分類方法の検

証に当たっては、債務者区分が

正確に行われているか（信用格

付けが合理的に行われている場

合は、債務者区分と整合性がと

れているか。）、経済事業債権の
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② 経済事業債

権 

   ア 経済事業未

収金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 受取手形 

 

 

 

  ウ 受託販売債

権（経済事業

雑資産債権） 

 

 

③ 棚卸資産 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 棚卸資産の査定に当たって

は、価値の毀損の危険性の度合

いに応じて分類するものとす

る。 

 

 

 

 

 

 経済事業未収金は、債権と同

様の考え方により分類するも

のとする。 

 なお、決済期限を超過してい

るもの、決済期限が未到来で

あっても経営不振等により債務

者の信用状態が著しく悪化して

いるものであって、全額の回収

は困難と見込まれるが額の確定

が不可能なものはⅢ分類とす

る。手形交換所の取引停止等に

より回収見込みのないものはⅣ

分類とする。 

 

 受取手形は、債権と同様の考

え方により分類するものとす

る。 

 

 受託販売債権（経済事業雑資

産債権）は、経済事業未収金に

準じて分類する。 

 

 

 棚卸資産は、価値の毀損の危

険性の度合いに応じて分類を 

行うものとする。 

 なお、計上後１年以上経過し

たもの（在庫の必要性のある

ものを除く。）は、原則としてⅡ

分類とし、期限切れのもの、品

質低下等で減額すべきもの、販

売処分できないものはⅣ分 類

とする。 

 

対象科目、決済サイト等の内容

を個別に検討しているか、担保

や保証等の調整が正確に行われ

ているかを検証し、自己査定基

準に基づき分類が正確に行われ

ているかを検証する。 

 また、債権との名寄せを行い、

同一債務者について債務者区分

の整合性が図られているかを検

証する。 

 

 棚卸資産の検証に当たって

は、棚卸資産の対象品目、使用

期限等の内容を個別に実査して

いるかを検査し、自己査定基準

に基づき分類が正確に行われて

いるかを検証する。 

 

 

 

 経済事業未収金が、左記に掲

げるとおり分類されているか

を検証する。 

 また、農林漁家等に対する生

産資材等の供給に係る経済事

業未収金については、決済サイ

トの設定が農林水産物の生育期

間等に適応したものとなってい

るか、受託販売代金が農林漁家

等に迅速に精算されているか、

適切な手数料率が設定されてい

るかを検証する。 

 

 

受取手形が、左記に掲げると

おり分類されているかを検証す

る。 

 

 受託販売債権（経済事業雑資

産債権）が、左記に掲げるとお

り分類されているかを検証す

る。 

 

 棚卸資産が、左記に掲げると

おり分類されているかを検証

する。 

 なお、生産資材及び生活資材

については、過剰在庫の防止、

先入先出の励行等が分類資産と

連動することから適正な在庫管

理が行われているかを検証す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)医療事業における

自費未収金も同様に

取り扱うものとする。
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(8)外部出資の分類

方法 

 

 

 

 

 

 外部出資は、債権と同様の考

え方により価値の毀損の危険

性の度合いに応じて分類を行

う。 

 ただし、株式については、「自

己査定(別表１)」の「２．有価

証券の分類方法の（３）の②及

び（４）」により分類するものと

する。 

 なお、価値の毀損の危険性が

ない場合であっても、系統金

融機関の事業と関連性の薄いも

の及び出資目的が達成されたと

認められるものについては、原

則としてⅡ分類とする。 

 また、株式以外の外部出資に

ついて、外部出資先の財政状

態の悪化により期末の出資金の

実質価額が取得時の実質価額に

比べて50％以上低下している場

合は、当該差額をⅣ分類とする。

ただし、回復可能性が十分な証

拠によって裏付けされるのであ

れば、当該差額をⅣ分類としな

いことができる。 

 外部出資について、左記に掲

げるとおり分類されているか

を検証する。 

 なお、外部出資については、

その出資先が農林水産業・農山

漁村の振興に寄与するものであ

るか、また自己資本の額に 照

らして過大なものとなっていな

いかを検証する。 

 

(9) その他の資産 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記以外のその他の資産につ

いては、その資産性を勘案し、

回収の危険性又は価値の毀損の

危険性の度合いに応じ、分類す

るものとする。  

 なお、その他の資産のうち、

金融商品取引法上の有価証券に

該当するもの及び会計処理上有

価証券に準じて取扱うものにつ

いては、有価証券の分類方法に

準じて評価・分類を行うものと

する。 

 

 

 

 その他の資産については、左

記に掲げるとおり、分類されて

いるかを検証する。  

イ．一般事業会社が発行した買

入金銭債権について、一定金

額を継続的に買い入れ長期的

に信用を供与していると認め

られる場合は、当該買入金銭

債権が債権と同様の方法によ

り分類されているかを検証す

る。  

 なお、特定取引勘定設置系

統金融機関が特定取引勘定に

おいて、一般事業会社が発行

した買入金銭債権を継続的に

買い入れ長期的に信用を供与

していると認められる場合

は、分類のみならず、自己資

本比率の算定が不正確となる

とともに、農林中央金庫法施

行規則第65条第３項、第４項

(勘定間振替の禁止)の趣旨に

反する行為であり、そのよう

な取扱いが行われていないか

を検証する。  

ロ．被検査系統金融機関等の債

権を信託方式により流動化し

た場合において、当該貸付債
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権信託受益権を被検査系統金

融機関等が保有している場合

は、当該貸付債権信託受益権

は債権と同様の方法により分

類しているかを検証する。 

ハ．資産勘定ではないものの、

支払備金にマイナス計上して

いる求償権及び残存物につい

ては信用リスクを有すること

から、回収の危険性又は価値

の毀損の危険性の度合いに応

じ、適切な経理処理が行われ

ているか検証する。         

 

償却・引当（別表２） 
項   目 償却・引当基準の適切性の検証 償却・引当結果の正確性の検証 備   考 

1． 貸倒引当金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 貸倒引当金は、少なくとも債

権（貸出金及び貸出金に準ずる

債権）を対象とし、発生の可能

性が高い将来の損失額を合理的

に見積り計上する。 

 ただし、国、地方公共団体及

び被管理金融機関に対する債権

については、回収の危険性また

は価値の毀損の危険性がないも

のとして貸倒引当金の対象とは

しないこととする。 

 また、貸倒引当金の算定は、

原則として債務者の信用リスク

の程度等を勘案した信用格付に

基づき自己査定を行い、自己査

定結果に基づき償却・引当額の

算定を行うなど、信用格付に基

づく自己査定と償却・引当とを

一貫性をもって連動して行うこ

とが基本である。 

 プロジェクト・ファイナンス

の債権は、当該債権の回収の危

険性の度合いに応じて、予想損

失額を合理的に見積り計上す

る。 

 資産等の流動化に係る債権に

ついては、当該スキームに内在

するリスクを適切に勘案した上

で、損失額を合理的に見積り計

上する。 

 

 

 

 

 

 

 

 貸倒引当金の算定に関する検

証に当たっては、原則として信

用格付を踏まえ、自己査定と償

却・引当が一貫性をもって連動

し、かつ、償却・引当基準に則っ

て行われているかどうかを検証

する。 

 次に、被検査系統金融機関等

の信用リスクの程度に鑑み、貸

倒引当金の総額が十分な水準と

なっているかを検証する。なお、

合理的で適切な内部モデルによ

り信用リスクの計量化を行って

いる場合には、貸倒引当金の総

額と信用リスクの計量化等によ

って導き出されたポートフォリ

オ全体の予想貸倒損失額を比較

し、その特性を踏まえた上で貸

倒引当金総額の水準の十分性を

確認しているかを検証する。 

 特に、プロジェクト・ファイ

ナンスの債権に係る償却・引当

の算定においては、貸倒実績が

ないことをもって、引当を行わ

ない理由としていないかを検証

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）左記の「被管理金

融機関」とは、預金保

険法附則第16条第２

項及び農水産業協同

組合貯金保険法附則

第７条第２項の認定

が行われた金融機関

をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）「自己査定」（別

表１）１．（３）の

（注）の十分な資本

的性質が認められ

る借入金に対する

貸倒引当金の算定

方法については、
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「資本性適格貸出

金に対する貸倒見

積高の算定及び銀

行等金融機関が保

有する貸出債権を

資本性適格貸出金

に転換した場合の

会計処理に関する

監査上の取扱い」

（平成16年11月２

日日本公認会計士

協会）を参照。 

 

(1) 一般貸倒引当

金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一般貸倒引当金については、

正常先に対する債権及び要注意

先に対する債権について、原則

として信用格付の区分、少なく

とも債務者区分ごとに、以下に

掲げる方法により算定された過

去の貸倒実績率又は倒産確率に

基づき、将来発生が見込まれる

損失率（予想損失率）を求め、

原則として信用格付の区分、少

なくとも債務者区分の債権額に

予想損失率を乗じて予想損失額

を算定し、予想損失額に相当す

る額を貸倒引当金として計上す

る。 

 一般貸倒引当金の算定に当た

っては、信用格付別又は債務者

区分別に遷移分析を用いて予想

損失額を算定する方法が基本で

ある。 

 そのほか、被検査系統金融機

関等のポートフォリオの構成内

容（債務者の業種別、債務者の

地域別、債権の金額別、債務者

の規模別、個人・法人別、商品

の特性別、債権の保全状況別な

ど）に応じて、一定のグループ

別に予想損失額を算定する方法

などにより、被検査系統金融機

関等の債権の信用リスクの実態

を踏まえ、一般貸倒引当金を算

定することが望ましい。 

 予想損失率は、経済状況の変

化、融資方針の変更、ポートフ

ォリオの構成の変化（信用格付

別、債務者の業種別、債務者の

地域別、債権の金額別、債務者

の規模別、債務者の個人・法人

の別、債権の保全状況別等の構

成の変化）等を斟酌の上、過去

の貸倒実績率又は倒産確率に将

 

 一般貸倒引当金については、

正常先に対する債権及び要注意

先に対する債権について、信用

格付の区分又は債務者区分ごと

に、償却・引当基準に基づき、予

想損失額が合理的に見積られて

いるかを検証する。 

 具体的には、以下に掲げる項

目について検証する。 

イ．貸倒実績率又は倒産確率に

基づく貸倒引当金計上額の妥

当性の検証 

① 平均残存期間等の検証 

 平均残存期間に対する今

後の一定期間における予想

損失額を算定している場合

には、平均残存期間が合理

的なものであるかを検証す

る。 

 具体的には、当座貸越に

係る債権をどのように平均

残存期間に反映させている

か、約定期間が短期間では

あるものの、実質的には長

期間固定化している債権を

どのように平均残存期間に

反映させているかなどを把

握し、平均残存期間が合理

的なものであるかを検証す

る。 

 また、要注意先に対する

債権を信用リスクの程度に

応じて区分し、当該区分ご

とに今後の一定期間におけ

る予想損失額を算定してい

る場合には、信用リスクの

程度に応じた区分ごとの今

後の一定期間が合理的なも

のであるかを検証する。 

② 貸倒実績率又は倒産確率

の検証 
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来の予測を踏まえた必要な修正

を行い、決定する。 

 特に、経済状況が急激に悪化

している場合には、貸倒実績率

又は倒産確率の算定期間の採用

に当たり、直近の算定期間のウ

ェイトを高める方法、最近の期

間における貸倒実績率又は倒産

確率の増加率を考慮し予想損失

率を調整するなどの方法によ

り、決定する。 

（一般貸倒引当金の算定方法） 

予想損失額を算定する方法 

予想損失額＝債権額×予想損失

率 

「予想損失率を算定する具体的

な算定式の例」 

① 貸倒実績率による方法 

貸倒償却等毀損額÷債権額 

② 倒産確率（件数ベース）によ

る方法 

倒産確率×（１－回収見込率） 

（注）「１－回収見込率」を無担

保比率、平均毀損割合とす

る方法がある。 

 

 なお、要注意先に対する債権

のうち、債権の元本の回収及び

利息の受取に係るキャッシュ・

フローを合理的に見積ることが

できる債権については、当該キ

ャッシュ・フローを当初の約定

利子率で割り引いた金額と債権

の帳簿価額との差額を貸倒引当

金とする方法（以下「ＤＣＦ法」

という。）がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 貸倒実績率による方法を

採用している場合は、貸倒

損失額として、直接償却額、

間接償却額、債権放棄額、

債権売却損額等のすべての

損失額が反映されているか

を検証する。 

 倒産確率による方法を採

用している場合は、倒産件

数として、少なくとも実質

破綻先及び破綻先となった

すべての件数が反映されて

いるかを検証する。 

 倒産件数には、何らかの

形で破綻懸念先となった件

数を反映することが適当で

あり、例えば、破綻懸念先

となった件数に倒産確率を

乗じて算出した件数を倒産

件数として反映させるな

ど、その方法が合理的なも

のであるかを検証する。な

お、破綻懸念先となった件

数を倒産件数に反映してい

ない場合には、一般貸倒引

当金の総額が被検査系統金

融機関等の信用リスクの程

度に応じた十分な水準とな

っているか、前期以前の予

想損失額の算定が十分な水

準であったか、貸倒実績率

に基づく予想損失額との比

較が行われているかどうか

について十分に検証を行

う。 

 また、倒産確率の算定に

当たって、信用格付別又は

債務者区分別に遷移分析を

行っている場合には、当該

分析に合理的な根拠がある

かを検証する。 

 なお、倒産確率による方

法を採用している場合にお

いて、大口の損失が発生し

たことにより、貸倒実績率

による方法により算定した

予想損失額が倒産確率によ

る方法により算定した予想

損失額を上回ると見込まれ

る場合には、貸倒実績率に

よる方法により算定した予

想損失額を貸倒引当金とし

て計上することが望まし

い。 
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③ 異常値控除の検証 

 特定先に対する損失額又

は倒産件数を異常値とし

て、貸倒実績率又は倒産確

率の算定の際に控除してい

る場合には、控除すること

に合理的な根拠があるかを

検証する。 

 具体的には、貸倒実績率

又は倒産確率の算定に当た

っての債務者区分を正常先

あるいは要注意先としてい

たものを、本来の債務者区

分は破綻懸念先であったこ

とを理由に、当該特定先に

対する損失額又は倒産件数

を異常値として控除してい

る場合には、当該損失額又

は倒産件数を破綻懸念先に

対する債権の予想損失額の

算定に反映するなど、何ら

かの方法により貸倒引当金

の算定に反映しているかを

検証する。 

 また、特定の業種又は地

域に係る損失額又は倒産件

数がその他の業種又は地域

に係る損失額又は倒産件数

に比べ、著しく相違してい

ることを理由に、当該業種

又は地域に係る損失額又は

倒産件数を異常値として控

除していないかを検証す

る。この場合は、特定の業

種又は地域に対する損失額

又は倒産件数を異常値とし

て控除することは適当では

なく、当該特定の業種又は

地域ごとにグルーピングを

行い、グループごとの貸倒

実績率又は倒産確率を算定

し、これに基づき予想損失

率を求め、グループごとの

債権額に予想損失率を乗じ

て予想損失額を算定するこ

とが望ましい。 

④ 貸倒実績率又は倒産確率

の算定期間の検証 

 予想損失額の算定に当た

って、その算定期間が少な

くとも過去３算定期間の貸

倒実績率又は倒産確率に基

づき、算定されているかを

検証する。 
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 ただし、算定期間が過去

３期間となっていない場合

は、十分なデータの蓄積等

がないとの理由など合理的

な理由が存在するかを検証

する。なお、この場合にお

いては、データの蓄積等に

より過去３算定期間の貸倒

実績率又は倒産確率を利用

することが可能となる時期

を把握するとともに、その

間の予想損失額の算定方法

が合理的なものとなってい

るかを検証する。 

⑤ 予想損失率の検証 

 予想損失率を求めるに当

たって、被検査系統金融機

関等が、経営環境を取り巻

く経済状況の変化、融資方

針の変更、ポートフォリオ

の構成の変化等をどのよう

に把握しているかを検証す

る。また、経済状況の変化

等による必要な修正を行っ

ている場合は、被検査系統

金融機関等の経済状況の変

化等の把握状況を踏まえ、

修正を行うことについて合

理的な根拠があるかを検証

する。 

 また、被検査系統金融機

関等が経済状況等の大きな

変化を把握しているにもか

かわらず必要な修正を行っ

ていない場合には、修正を

行わないことについて合理

的な根拠があるかを検証す

る。 

⑥ 前期以前の予想損失額の

検証 

 前期以前の予想損失額に

ついて、その後の実際の貸

倒実績又は倒産件数の実態

と比較し、十分な水準であ

ったかを検証する。検証の

結果、予想損失額の水準が

不十分であったと認められ

る場合には、前期以前の予

想損失額の算定に当たり、

前期以前の時点での将来の

予測を踏まえた修正が適切

であったかどうかなどその

原因を検証するとともに、

基準日時点での予想損失率
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の修正が適切かを検証す

る。 

ロ．ＤＣＦ法に基づく貸倒引当

金計上額の妥当性の検証 

債権の元本の回収及び利

息の受取に係るキャッシュ・

フローを合理的に見積るこ

とができる債権について

は、「銀行等金融機関におい

て貸倒引当金の計上方法と

してキャッシュ・フロー見積

法（ＤＣＦ法）が採用されて

いる場合の監査上の留意事

項」(平成15年２月24日日本

公認会計士協会) に基づい

て貸倒引当金が算定されて

いるかを検証する。 

 

① 正常先に対する

債権に係る貸倒

引当金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 正常先に対する債権に係る貸

倒引当金については、債権の平

均残存期間に対応する今後の一

定期間における予想損失額を見

積ることが基本である。ただし、

今後１年間の予想損失額を見積

っていれば妥当なものと認めら

れる。 

予想損失額の算定に当たって

は、少なくとも過去３算定期間

の貸倒実績率又は倒産確率の平

均値（今後の一定期間に対応す

る過去の一定期間における累積

の貸倒実績率又は倒産確率の３

期間の平均値）に基づき、過去

の損失率の実績を算出し、これ

に将来の損失発生見込に係る必

要な修正を行い、予想損失率を

求め、正常先に対する債権額に

予想損失率を乗じて算定する

（今後１年間の予想損失額を算

定する場合には、１年間の貸倒

実績率又は倒産確率の過去３算

定期間の平均値に基づき算定す

ることとなる。）。 

 

 正常先に対する債権に係る貸

倒引当金について、償却・引当

基準に基づき、正常先に対する

債権に係る平均残存期間に対応

する今後の一定期間又は今後１

年間の予想損失額が合理的に見

積られているかを検証する。 

 なお、今後１年間の予想損失

額を見積っている場合には、平

均残存期間に対応する今後の一

定期間の合理性の検証を省略し

て差し支えない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 要注意先に対す

る債権に係る貸

倒引当金 

 

 

 

 

イ．貸倒実績率又は倒産確率に

基づく方法 

 要注意先に対する債権に係

る貸倒引当金については、貸

倒実績率又は倒産確率に基づ

く方法を用いる場合、債権の

平均残存期間に対応する今後

の一定期間における予想損失

額を見積ることが基本であ

る。ただし、要注意先に対す

 

イ．貸倒実績率又は倒産確率に

基づく貸倒引当金計上額の妥

当性の検証 

 要注意先に対する債権に係

る貸倒引当金について、償却・

引当基準に基づき、要注意先

に対する債権に係る平均残存

期間に対応する今後の一定期

間、又は要注意先に対する債

権を信用リスクの程度に応じ
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る債権を信用リスクの程度に

応じて区分し、当該区分ごと

に合理的と認められる今後の

一定期間における予想損失額

を見積っていれば妥当なもの

と認められる。 

 例えば、要管理先に対する

債権について平均残存期間又

は今後３年間の予想損失額を

見積り、それ以外の先（以下、

「その他要注意先」という。）

に対する債権について 平均

残存期間又は今後１年間の予

想損失額を見積っている場合

は、通常、妥当なものと認め

られる（下記ロ及びハを参

照）。 

予想損失額の算定に当たっ

ては、少なくとも過去３算定

期間の貸倒実績率又は倒産確

率の平均値（今後の一定期間

に対応する過去の一定期間に

おける累積の貸倒実績率又は

倒産確率の３期間の平均値）

に基づき、過去の損失率の実

績を算出し、これに将来の損

失発生見込に係る必要な修正

を行い、予想損失率を求め、

要注意先に対する債権に予想

損失率を乗じて算定する。 

て区分し、当該区分ごとに合

理的と認められる今後の一定

期間における予想損失額が合

理的に見積られているかを検

証する。 

 また、信用リスクの程度に

応じた区分ごとに今後の一定

期間における予想損失額を算

定している場合には、予想損

失額の算定が合理的なもので

あるかを検証する。 

 なお、要管理先に対する債

権について今後３年間の予想

損失額を、それ以外の先に対

する債権について今後１年間

の予想損失額を見積っている

場合には、通常、平均残存期

間に対応する今後の一定期間

の合理性の検証を省略して差

し支えない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）「要管理先に対す

る債権」とは、要管理

先である債務者に対

するすべての債権

（要管理債権でない

債権を含む。）をい

う。以下同じ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．要管理先の大口債務者に係

る貸倒引当金の算定方法 

(ｲ) 要管理先の大口債務者に

ついては、ＤＣＦ法を適用

することが望ましい。（金庫

のみ） 

 ＤＣＦ法は債権単位で適

用することが原則である

が、債務者単位で適用して

いる場合であっても、合理

性があると判断されれば妥

当と認められる。 

 なお、将来キャッシュ・

フローを合理的に見積るこ

とが困難なため、やむを得

ずＤＣＦ法を適用できなか

った債務者に対する債権に

ついては、個別的に残存期

間を算定し、その残存期間

に対応する今後の一定期間

における予想損失額を見積

ることが望ましい。 

(ﾛ) 将来キャッシュ・フロー

 

ロ．要管理先の大口債務者に係

る貸倒引当金の算定方法の検

証 

(ｲ) ＤＣＦ法を採用している

場合には、債権の元本の回

収及び利息の受取に係るキ

ャッシュ・フローを当初の

約定利子率で割り引いた金

額と債権の帳簿価格との差

額について貸倒引当金が計

上されているかを検証す

る。また、債務者単位で適

用している場合は、合理性

があるかを検証する。 

 なお、ＤＣＦ法を適用で

きなかった場合の個別的な

残存期間の算定に当たって

は、契約上の貸出期間から

実態の貸出期間への調整を

合理的な方法に基づいて行

っているかを検証する。 

 

(ﾛ) 将来キャッシュ・フロー

 

（注）「大口債務者」と

は、当面、与信額が 

１００億円以上の債

務者をいう。以下同

じ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）残存期間の算定

方法の考え方につい

ては、「銀行等金融機

関の正常先債権及び

要注意先債権の貸倒

実績率又は倒産確率

に基づく貸倒引当金

の計上における一定

期間に関する検討」
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の見積り 

 将来キャッシュ・フロー

の見積りは系統金融機関の

最善の予測でなければなら

ず、回収実績等、客観的根

拠をベースに不確実性を適

切に反映するなど慎重に決

定し、毎期見直さなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の見積りの検証 

 将来キャッシュ・フロー

の見積りは、合理的で十分

に達成が可能であると認め

られる前提、仮定及びシナ

リオに基づいた系統金融機

関による最善の予測となっ

ているかを検証する。 

 将来キャッシュ・フロー

の見積り並びにその基礎と

なった前提、仮定及びシナ

リオは、債務者に影響する

諸般の事情を検討した上

で、過去の回収実績等合理

的かつ客観的な証拠に基づ

き慎重に決定されているか

を検証する。 

 また、将来キャッシュ・

フローの見積り並びにその

基礎となった前提、仮定及

びシナリオは、決算の都度

見直されているかを検証す

る。貸倒引当金の計上額に

ついてバック・テストを行

い、最善の予測と将来の結

果との乖離が生じた場合に

は、必要に応じ、将来キャ

ッシュ・フローの見積り並

びにその基礎となった前

提、仮定及びシナリオ等を

含めた貸倒引当金の計上方

法を見直しているかを検証

する。 

さらに、将来キャッシュ・

フローの見積りに関して

は、不確実性を反映させる

ため必要な調整を合理的か

つ客観的な証拠に基づき行

っているかを検証する。こ

の場合において、「必要な調

整」には、例えば、内部で蓄

積している信用格付別貸倒

実績率・倒産確率・格付遷

移分析等の情報を利用して

調整する場合を含む。 

（平成15年２月24

日日本公認会計士協

会）を参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾊ) 割引率 

 割引率は、債権の発生当

初の約定利子率又は取得当

初の実効利子率とする。 

 

 

 

 

 

(ﾊ) 割引率の検証 

 将来キャッシュ・フロー

を債権の貸出条件の緩和を

実施する前に当該貸出金に

適用されていた約定利子

率、又は、取得当初の実効

利子率で割り引いているか

を検証する。 

なお、当初の約定利子率
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が、事後的に変動する金利

に基づいて決定される場合

においては、割引率を、貸

出条件緩和直前の約定利子

率に固定する方法、貸出条

件緩和直前の利鞘と当該変

動金利に基づいて決算日ご

とに決定する方法などがあ

るが、いずれの方法で割引

率が決定されているとして

も、それが継続して適用さ

れているかを検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾆ) 総額の適切性等 

 ＤＣＦ法に基づく貸倒引

当金計上額が、要管理先の

大口債務者の信用リスクの

程度を十分に充たす必要が

ある。 

また、被検査系統金融機

関のＤＣＦ法の適用及び貸

倒引当金の決定は、合理的

かつ客観的な証拠によって

裏付けられなければならな

い。 

(ﾆ) 総額の適切性の検証 

 ＤＣＦ法に基づく貸倒引

当金計上額と過去の貸倒実

績率又は倒産確率に基づき

今後の一定期間における予

想損失額を見込む方法によ

って算定した金額とを比較

する等により、貸倒引当金

の水準の十分性や合理性に

ついて検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ．要管理先又は破綻懸念先か

らその他要注意先に上位遷移

した大口債務者に係る貸倒引

当金の算定方法 

 前期以前に要管理先又は破

綻懸念先としてＤＣＦ法又は

個別的な残存期間を算定する

方法により貸倒引当金を算定

していた大口債務者が、その

他要注意先に上位遷移した場

合、原則として経営改善計画

等の期間内は、ＤＣＦ法又は

上記イに掲げる要管理先に対

する債権に係る貸倒引当金の

算定方法（平均残存期間に対

応する今後の一定期間におけ

る予想損失額又は今後３年間

の予想損失額を見積る方法）

を適用することが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 個別貸倒引当

金及び直接償却 

 

 

 

 

 

 

 

 

 個別貸倒引当金及び直接償却

については、破綻懸念先、実質

破綻先及び破綻先に対する債権

について、原則として個別債務

者ごとに予想損失額を算定し、

予想損失額に相当する額を貸倒

引当金として計上するか又は直

接償却を行う。 

 また、個別貸倒引当金は、毎

 

 個別貸倒引当金及び直接償却

については、償却・引当基準に

基づき、破綻懸念先、実質破綻

先及び破綻先に対する債権につ

いて、原則として個別債務者ご

とに予想損失額を算定し、予想

損失額に相当する額を貸倒引当

金として計上するか又は直接償

却を行っているかを検証する。 
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期必要額の算定を行う。 

なお、破綻懸念先に対する債

権のうち、債権の元本の回収及

び利息の受取に係るキャッシ

ュ・フローを合理的に見積るこ

とができる債権については、貸

倒引当金の計上方法としてＤＣ

Ｆ法がある。 

 キャッシュ・フローの合理的

な見積りについては、要注意先

に対する債権に準じて行ってい

るかを検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 破綻懸念先に対

する債権に係る

貸倒引当金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 破綻懸念先に対する債権に係

る引当金については、原則とし

て個別債務者ごとに破綻懸念先

に対する債権の合理的と認めら

れる今後の一定期間における予

想損失額を見積り、予想損失額

に相当する額を貸倒引当金とし

て計上する。通常、今後３年間

の予想損失額を見積っていれば

妥当なものと認められる。 

なお、大口債務者について

は、ＤＣＦ法を適用すること

が望ましい。（金庫のみ） 

 

 破綻懸念先に対する債権に係

る個別貸倒引当金については、

破綻懸念先に対する債権の今後

の一定期間における予想損失額

が合理的に見積られているかを

検証する。 

 具体的には、以下に掲げる項

目について検証を行うととも

に、一般担保の担保評価額と処

分可能見込額との差額を含めⅢ

分類とされた債権額全額を対象

としているかを検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「破綻懸念先に対する債権の予

想損失額の算定方法の例」 

 

イ．Ⅲ分類とされた債権額に予

想損失率を乗じた額を予想損

失額とする方法（合理的に見

積られたキャッシュ・フロー

により回収可能な部分を除い

た残額を予想損失額とする方

法を含む。） 

 上記イの方法により算定を

行う場合においては、原則と

して信用格付の区分、少なく

とも破綻懸念先とされた債務

者の区分ごとに、過去の貸倒

実績率又は倒産確率に基づ

き、将来発生が見込まれる損

失率（予想損失率）を求め、原

則として個別債務者の債権の

うちⅢ分類とされた額に予想

損失率を乗じて予想損失額を

算定し、予想損失額に相当す

る額を貸倒引当金として計上

する。 

 予想損失率は、原則として

個別債務者ごとに、経済状況

の変化、当該債務者の業種等

の今後の業況見込み、当該債

務者の営業地区における地域

経済の状況等を斟酌の上、過

去の貸倒実績率又は倒産確率

 

 

 

 

イ．Ⅲ分類額に予想損失率を乗

じた額を予想損失額として貸

倒引当金として計上する方法

の場合 

(ｲ) 今後の一定期間の検証 

 予想損失額を見積る今後

の一定期間が合理的なもの

であるかを検証する。ただ

し、今後３年間の損失見込

額を見積っている場合に

は、通常、検証を省略して

差し支えないものとする。 

(ﾛ) 貸倒実績率又は倒産確率

の検証 

 貸倒実績率による方法を

採用している場合は、貸倒

損失額として、直接償却額、

間接償却額、債権放棄額、

債権売却損額等のすべての

損失額（破綻懸念先に対す

る債権に係る損失額を除

く。）が反映されているかを

検証する。 

 倒産確率による方法を採

用している場合は、倒産件

数として、実質破綻先及び

破綻先となったすべての件

数が反映されているかを検
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に将来の予測を踏まえた必要

な修正を行い、決定する。 

 予想損失額の算定に当たっ

ては、少なくとも過去３算定

期間の貸倒実績率又は倒産確

率の平均値（今後の一定期間

に対応する過去の期間におけ

る累積の貸倒実績率又は倒産

確率の３期間の平均値）に基

づき、過去の損失率の実績を

算出し、これに将来の損失発

生見込に係る必要な修正を行

い、予想損失率を求め、Ⅲ分

類とされた債権に予想損失率

を乗じて算定する。 

 なお、債務者区分が破綻懸

念先とされた債務者数が相当

数に上り、個別債務者ごとに

担保等による保全の状況等を

勘案のうえ償却・引当額を算

定することが困難であると認

められる系統金融機関等にあ

っては、一定金額以下の破綻

懸念先に対する債権につい

て、グループごとに同一の予

想損失率を適用し、予想損失

額に相当する額を貸倒引当金

として計上することができる

ものとする。この場合、グル

ープごとに予想損失率を適用

する一定金額以下の破綻懸念

先に対する債権の範囲は、被

検査系統金融機関等の資産規

模及び資産内容に応じた合理

的な範囲にとどめ、予想損失

率の算定は厳格かつ明確であ

る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

証する。 

(ﾊ) 異常値控除の検証 

 特定先に対する損失額又

は倒産件数を異常値とし

て、貸倒実績率又は倒産確

率の算定の際に控除してい

る場合には、控除すること

に合理的な根拠があるかを

検証する。 

(ﾆ) 貸倒実績率又は倒産確率

の算定期間の検証 

 予想損失額の算定に当た

って、その算定期間が少な

くとも過去３算定期間の貸

倒実績率又は倒産確率に基

づき、算定されているかを

検証する。 

 ただし、算定期間が過去

３期間となっていない場合

は、十分なデータの蓄積等

がないとの理由など合理的

な理由が存在するかを検証

する。なお、この場合にお

いては、データの蓄積等に

より過去３算定期間の貸倒

実績率又は倒産確率を利用

することが可能となる時期

を把握するとともに、その

間の予想損失額の算定方法

が合理的なものとなってい

るかを検証する。 

(ﾎ) 予想損失率の検証 

 予想損失率を求めるに当

たって、被検査系統金融機

関等が経済状況の変化、当

該債務者の業種等の今後の

見込み、当該債務者の営業

地区における地域経済の状

況等をどのように把握して

いるかを検証する。 

 なお、被検査系統金融機

関等が経済状況等の大きな

変化を把握しているにもか

かわらず個別債務者ごとに

必要な修正を行っていない

場合には、修正を行わない

ことについて合理的な根拠

があるかを検証する。 

(ﾍ) 前期以前の予想損失額の

検証 

個別債務者ごとの前期

以前の予想損失額につい

て、個別債務者に係るその

後の実際の貸倒実績又は
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倒産の実態と比較し、十分

な水準であったかを検証

する。検証の結果、予想損

失額の水準が不十分であ

ったと認められる場合に

は、前期以前の予想損失額

の算定に当たり、前期以前

の時点での将来の予測を

踏まえた修正が適切であ

ったかどうかなどその原

因を検証するとともに、基

準日時点での予想損失率

の修正が適切かを検証す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾄ) キャッシュ・フローによ

る回収額等の検証 

 個別債務者ごとにⅢ分類

額からキャッシュ・フロー

による回収可能額を控除し

ている場合には、キャッシ

ュ・フローの見積りが合理

的なものとなっているかを

検証するとともに、Ⅲ分類

額のうち当該回収可能額を

除いた残額を予想損失額と

しているかを検証する。 

なお、破綻懸念先とされ

た債務者数が多く、一定金

額以下の破綻懸念先に対す

る債権について、個別債務

者ごとに担保等による保全

の状況等を勘案することを

省略し、グループごとに予

想損失率を求め、予想損失

額を算定している場合に

は、グループごとの予想損

失額の算定が合理的である

かを検証する。この場合、

一定金額以下の破綻懸念先

に対する債権を一つのグル

ープとして予想損失額を算

定して差し支えないものと

する。なお、一定金額以下

の破綻懸念先に対する債権

の範囲が合理的な範囲とな

っているかを検証する。 

（注）「キャッシュ・フ

ローによる回収額」

とは、個別債務者ご

とに、当期利益に減

価償却費など非資金

項目を調整した金額

により原則として今

後３年間、経営改善

計画等が策定されて

いる場合は今後５年

間で回収が確実と見

込まれる部分をい

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．売却可能な市場を有する債

権について、合理的に算定さ

れた当該債権の売却可能額を

回収見込額とし、債権額から

回収見込額を控除した残額を

予想損失額とする方法 

 

 

ロ．Ⅲ分類額から売却可能額を

控除した残額を予想損失額と

して貸倒引当金として計上す

る方法の場合 

売却可能な市場を有する

債権について、当該債権の売

却可能額を回収見込額とし、
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債権額から回収見込額を控

除した残額を予想損失額と

している場合には、当該債権

の売却可能額の算定が合理

的なものであるかどうかを

検証するとともに、Ⅲ分類額

のうち当該回収可能額を除

いた残額を予想損失額とし

ているかを検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ．ＤＣＦ法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ．ＤＣＦ法に基づき貸倒引当

金を計上する場合 

 要注意先に対する債権のう

ちＤＣＦ法に基づき貸倒引当

金を計上する方法（上記（１）

②ロ．(ｲ)～(ﾆ)）に準じて算

定しているかを検証する。 

ただし、キャッシュ・フロ

ーの見込期間については、原

則として、経営改善計画等に

基づきキャッシュ・フローを

合理的に見積ることが可能な

場合には５年程度、それ以外

の場合は３年程度としている

かを検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 実質破綻先及び

破綻先に対する

債権に係る個別

貸倒引当金及び

直接償却 

 

 

 

 

 

 

 実質破綻先及び破綻先に対す

る債権については、個別債務者

ごとにⅢ分類及びⅣ分類とされ

た債権額全額を予想損失額とし

て、予想損失額に相当する額を

貸倒引当金として計上するか、

直接償却する。 

 

 

 

 

 

 

 

 実質破綻先及び破綻先に対す

る債権について、償却・引当基

準に基づき、Ⅲ分類及びⅣ分類

とされた債権額を予想損失額と

して、貸倒引当金として計上す

るか又は直接償却しているかを

検証する。 

 なお、Ⅲ分類及びⅣ分類とさ

れた債権額全額を予想損失額と

しているか、回収が確実と見込

まれる部分をすべてⅡ分類と

し、Ⅲ分類とされた額からさら

に回収見込額を控除していない

かを検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 特定海外債権引

当勘定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 特定海外債権引当勘定につい

ては、特定国の財政状況、経済

状況、外貨繰りの状況等に応じ

て対象となる国が決定され、当

該国の外国政府等、外国の民間

企業及び海外の日系企業等に対

する債権のうち特定海外債権引

当勘定の対象となる債権が明確

である必要がある。 

 また、対象となる債権に、特

定国の財政状況、経済状況、外

貨繰り等を起因とする将来発生

が見込まれる予想損失率を乗じ

た額を予想損失額とし、当該予

 

 特定海外債権引当勘定につい

ては、対象国、対象債権、予想損

失率及び予想損失額の算定方法

が合理的なものであるかを検証

する。特に予想損失率の算定方

法は、債権売買市場における特

定国の債権の売却可能額、信用

格付業者による当該国の格付等

を斟酌し、合理的なものとなっ

ているかを検証する。 

 特定海外債権引当勘定は、預

貯金担保や対象国以外に居住す

る者による保証及び保険で保全

されている等により回収が可能
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想損失額に相当する額を特定海

外債権引当勘定に計上する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と見込まれる債権、現地通貨建

債権、ストラクチャー上トラン

スファーリスクが回避されてい

る債権を除いた債権に、特定国

の財政状況、経済状況、外貨繰

り等を起因とする将来発生が見

込まれる予想損失率を乗じた予

想損失額として計上しているか

を検証する。 

 具体的には、正常先に対する

債権及び要注意先に対する債権

のうち、特定海外債権引当勘定

の対象となるものについて、一

般貸倒引当金に加え、対象国の

財政状況等による予想損失率を

債権額に乗じた予想損失額を引

当金として計上しているかを検

証する。 

また、破綻懸念先、実質破綻

先及び破綻先に対する債権のう

ち、特定海外債権引当勘定の対

象となるものについて、個別債

務者ごとの財務状況等による予

想損失額に加え、当該債務者の

債権のうち当該予想損失額を除

いた部分に対象国の財政状況等

による予想損失率を乗じた予想

損失額を特定海外債権引当勘定

又は個別貸倒引当金に計上して

いるかを検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 貸倒引当金の総

額の適切性の検

証 

 

 

 

 

 

貸倒引当金の総額が被検査系

統金融機関等の信用リスクの程

度に応じた十分な水準となって

いるかを検証する。 

 

 

 

 

 

2．貸倒引当金以外

の引当金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 貸倒引当金以外の引当金につ

いては、発生の可能性が高い将

来の偶発損失等を合理的に見積

り計上する。なお、以下に掲げ

る引当金の名称はあくまでも例

示であり、これ以外の名称とす

ることを妨げない。 

 

 

 

 

 

 貸倒引当金以外の引当金につ

いては、発生の可能性が高い将

来の偶発損失等について、合理

的に見積られた額を引当金とし

て計上しているかを検証する。 

なお、発生の可能性が高い将

来の偶発損失等が存在するにも

かかわらず、貸倒引当金以外の

引当金を計上していない場合に

は、引当金を計上しないことに

ついての合理的な根拠があるか

を検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 特定債務者支援

引当金 

 

 

 

 経済的困難に陥った債務者の

再建・支援を図るため、債権放

棄、現金贈与等の方法による支

援を行っている場合は、原則と

 

 債権放棄及び債権放棄以外の

現金贈与等の方法により支援を

行う予定の債務者が網羅されて

いるか、当該債務者の支援に伴
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して、当該支援に伴い発生が見

込まれる損失見込額を算定し、

当該損失見込額に相当する額を

特定債務者支援引当金として計

上する。 

 具体的には、被検査系統金融

機関等の連結対象子会社（いわ

ゆる関連ノンバンクやグループ

内保証会社を含む。）の支援に伴

う損失見込額の算定に当たり、

当該連結対象子会社の資産査定

の結果を踏まえ、当該子会社の

分類額から当該子会社からの回

収見込額（純資産の部に計上さ

れている額及び経営改善計画期

間中のキャッシュ・フローによ

る回収見込額の合計額）を控除

（Ⅳ分類から先に充当する。）し

た後に残存するⅢ及びⅣ分類に

ついて、被検査系統金融機関等

の償却・引当額の算定と同様の

方法又はこれに準じた方法によ

り、当該子会社の所要償却・引

当額の算定を行い、当該所要償

却・引当額を支援に伴う損失見

込額として特定債務者支援引当

金に計上する。この場合、少な

くともⅣ分類とされた部分は全

額、Ⅲ分類とされた部分は被検

査系統金融機関等の償却・引当

基準に基づく破綻懸念先に対す

る債権と同様の方法により予想

損失額の算定を行い、当該予想

損失額を損失見込額として特定

債務者支援引当金に計上する。 

なお、特定の債務者に対する

債権放棄、現金贈与等の方法に

よる支援に伴う損失見込額につ

いては、特定債務者支援引当金

として計上することが基本であ

るが、債権放棄の方法により支

援を行っている場合において、

当該特定の債務者の債務者区分

が破綻懸念先で支援に伴う損失

見込額が債権の範囲内であり、

かつ、当該損失見込額が少額で

特定債務者支援引当金を設定す

る必要性に乏しい場合など合理

的な根拠がある場合は、個別貸

倒引当金として計上できる。 

う損失見込額の算定が合理的で

あるかを検証する。 

 なお、債権放棄の方法により

支援を行っている場合におい

て、当該支援に伴う損失見込額

を個別貸倒引当金として計上し

ている場合は、個別貸倒引当金

として計上することに合理的な

根拠があるか、当該損失見込額

の算定が合理的であるかを検証

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ その他の偶発損

失引当金 

 

 上記⑴以外に発生の可能性が

高い将来の偶発損失等を有する

 

 将来負担する損失見込額を合

理的に見積り、その他の偶発損
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場合には、合理的に見積られた

将来負担すると見込まれる額を

損失見込額としてその他の偶発

損失引当金に計上する。 

特に、債権流動化等の方法に

よりオフバランス化を図ってい

るもののうち、信用リスクが完

全に第三者に転嫁されず、信用

リスクの全部又は一部を被検査

系統金融機関等が抱えている場

合で、Ⅲ分類とされた部分のう

ち予想損失額に相当する額及び

Ⅳ分類とされた部分を損失見込

額としてその他の偶発損失引当

金に計上する。 

失引当金として計上しているか

を検証する。 

 特に、債権流動化等の方法に

よりオフバランス化を図ってい

るものについて、左記に掲げる

とおり、損失見込額を偶発損失

引当金に計上しているかを検証

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.有価証券の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 有価証券の評価については、

以下のイ～ハの区分に応じ評価

する。 

イ．債券の評価 

満期保有目的の債券及び責

任準備金対応債券について

は、Ⅳ分類とされた部分を損

失見込額として直接償却す

る。 

ロ．株式の評価 

 Ⅲ分類とされた部分のうち

予想損失額に相当する額を損

失見込額として引当金に計上

し、Ⅳ分類とされた部分を損

失見込額として直接償却す

る。 

ハ．外国証券及びその他の有価

証券の評価 

上記イ及びロの区分に準

じて評価する。 

 

 有価証券の評価について、左

記に掲げるとおり、損失見込額

を引当金に計上するか直接償却

しているかを検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．契約資産の評価 

 

 契約資産の評価について、債

権に準じて評価を行うものとす

る。 

 

 

 契約資産について、左記に掲

げるとおり、評価されているか

を検証する。 

 

 

 

 

 

 

5．その他の資産の

評価 

 

 

 その他の資産の評価について

は、以下の(1)～(7)の区分に応

じ評価する。 

 

 

その他の資産の評価につい

て、左記に掲げるとおり、損失

見込額を引当金に計上するか又

は直接償却されているかを検証

する。 

 

 

 

 

 

⑴ 仮払金の評価 

 

 

 

 貸出金に準ずる仮払金以外の

仮払金については、Ⅳ分類とさ

れた部分を損失見込額として引

当金に計上するか又は直接償却

する。 
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⑵ 固定資産の評価 

 

 

 

 固定資産については、Ⅳ分類

とされた部分を直接償却する。 

 

 

 

 

固定資産の減損については、

「固定資産の減損に係る会計基

準」（平成14 年８月９日企業会

計審議会）等を踏まえ、適切に

行われているかを検証する。 

 

 

 

 

 

 

(3) ゴルフ会員権

の評価 

 

 

 

(4) 未収共済掛金、

外国再保険貸、代

理業務貸の評価 

 

 

 ゴルフ会員権については、Ⅳ

分類とされた部分を損失見込額

として引当金に計上するか又は

直接償却する。 

 

 未収共済掛金、外国再保険貸、

代理業務貸については、Ⅲ分類

とされた部分のうち予想損失額

に相当する額を損失見込額とし

て引当金に計上し、Ⅳ分類とさ

れた部分を損失見込額として引

当金に計上するか、又は直接償

却する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 経済事業資産

の評価 

① 経済事業債

権に係る貸倒引

当金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 棚卸資産の

評価 

 

 

(6)外部出資の評価 

 

 

 経済事業債権については、貸

倒引当金の対象とし、発生の可

能性が高い将来の損失額を合理

的に見積もり計上する。 

 また、貸倒引当金の算定は、

原則として債務者の信用リスク

の程度等を勘案した信用格付、

債務者区分に基づき自己査定を

行い、自己査定結果に基づき償

却・引当額の算定を行うなど、

信用格付、債務者区分に基づく

自己査定と償却・引当とを一貫

性をもって連動して行うことが

基本である。 

具体的には、「１貸倒引当金」

の「償却・引当基準の適切性の

検証」の規定により検証する。 

 

棚卸資産については、Ⅳ分類

とされた部分を損失見込額とし

て直接償却する。 

 

  外部出資については、債務者

区分が破綻懸念先、実質破綻先

及び破綻先については、貸倒引

当金と同様の方法により予想損

失額を算定し、Ⅲ分類とされた

部分のうち予想損失額に相当す

る額を損失見込額として引当金

に計上する。 

 また、Ⅳ分類とされた部分を

 

 

 貸倒引当金の算定に関する検

証に当たっては、原則として信

用格付、債務者区分を踏まえ、

自己査定と償却・引当が一貫性

をもって連動し、かつ、償却・引

当基準に則って行われているか

どうかを検証する。 

 次に、被検査系統金融機関等

の信用リスクの程度に鑑み、貸

倒引当金の総額が十分な水準と

なっているかを検証する。 

 具体的には、「１貸倒引当金」

の「償却・引当結果の正確性の

検証」の規定により検証する。 

 

 

 

 

棚卸資産について、左記に掲

げるとおり、損失見込額を直接

償却しているかを検証する。 

 

 外部出資について、貸倒引当

金と同様の方法により左記に掲

げるとおり、損失見込額を引当

金に計上するか直接償却算定し

ているかを検証する。 

 

 

(注)医療事業における

自費未収金も同様に

取り扱うものとす

る。 
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損失見込額として直接償却す

る。 

  ただし、株式については、「3.

有価証券の評価のロ」により評

価するものとする。 

 

(7) その他の資産

の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．買入金銭債権について、債

権と同様の方法により分類を

行っている場合においては、

債務者区分が破綻懸念先、実

質破綻先及び破綻先である者

が発行する買入金銭債権は、

貸倒引当金と同様の方法によ

り予想損失額を算定し、Ⅲ分

類とされた部分のうち予想損

失額に相当する額を損失見込

額として引当金に計上し、Ⅳ

分類とされた買入金銭債権

は、Ⅳ分類とされた部分を損

失見込額として引当金に計上

するか又は直接償却する。 

ロ．貸付債権信託受益権につい

て、債権と同様の方法により

分類を行っている場合におい

ては、債務者区分が破綻懸念

先、実質破綻先及び破綻先で

ある者の債権を流動化した受

益権は、貸倒引当金と同様の

方法により予想損失額を算定

し、Ⅲ分類とされた部分のう

ち予想損失額に相当する額を

損失見込額として引当金に計

上し、Ⅳ分類とされた受益権

は、Ⅳ分類とされた部分を損

失見込額として引当金に計上

するか又は直接償却する。 

 

 

 買入金銭債権又は貸付債権信

託受益権を債権と同様の方法に

より分類を行っている場合にお

いては、貸倒引当金と同様の方

法により予想損失額を算定して

いるかを検証する。 

 なお、債権の分類と同様の方

法により分類を行っている場

合、又は分類を行う必要がある

にもかかわらず分類を行ってい

ない場合で、引当金の計上又は

直接償却を行っていない場合に

は、合理的な根拠があるかを検

証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記以外のその他の資産につ

いては、Ⅲ分類とされた部分の

うち予想損失額に該当する額に

相当する額を損失見込額として

引当金に計上し、Ⅳ分類とされ

た部分は損失見込額として引当

金に計上するか又は直接償却す

る。 

 上記以外のその他の資産につ

いて、左記に掲げるとおり、損

失見込額を引当金の計上又は直

接償却しているかを検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


